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な地域を選び，そこで降水鰍と流出の関係を綿密に調査

しているのであった。この報告によると，雨水の流出の

劉合朧，むしろ流域の形とか地形，勾配に大きく依存し

て龍り，土地が森林であるとか，草地であるとか，ある

いは耕作されているとかいうことについては，それ侭ど

明瞭に関係づけることは出来なかったというのである。

森林やあるいば草地，あるいは耕作しているところの比

率が大体|司じようなところでも，流出の間には相当大き

な開きがあるのであって，地貌がどのような状態にある

かということは，流則の劉合の指標にすることは困難で

あり，むしろはじめに述べたように，流域の形とか地

形，あるいは流域の勾配で現し得られるといっているの

であった。

私ばこれをみて考えさせられたのであった。

○

アメリカでも実ほ今日こういうことがいわれているの

であるが，これは私達自身にとっても考えさせられるの

であった。これは近年になって水害予防のために随分投

資が増えてきているのであるが，災害は減らないばかり

でなく，かえって以前に増して蝋えているというのであ

った。アメリカでほ，1936年に連邦政府の法律として

洪水防禦法が実施せられるようになり，連邦政府資金の

投入で，大きく水害対策が進められたのであるが，1936

年以来の様子を承ると，水害損失額の蝋え方は，それ以

前に比べて減るばかりでなく，墹加率さえ増えてきてい

為というのであって，この理由としては，まず人間の洪

水氾趨世帯への絶えざる侵入瀧このような嚥態を導きだ

しているというのであった。そしてこれからの対策，手

段のあり方として工作物をつくることのみによってこれ

に対処するか，あるいはさらにこれを拡げてこのような

地域の土地利用のあり方をどう考える，ようするに災害

を防ぐ．ということを，その地域の開発計画の一澱として

考えるべきではないか，災害に対処するための幾つかの

手段を互いに評価して綜合的にこの道を探してゆくとい

う接近方法が好ましいのではなかろうか。そこで我と

は，このような点で防災問題を再検討すべきではないか

というのであった。

この事実朧，私達にとっても今日の問題ではないかと

考える。今日までも私達は，水害防除については多くの

努力を払ってきた。明治以前は別としても，明治の初年

に私達はオランダ人技術者を招聴して水害防除の近代化

を計っている。明治29年には河川法が制定せられて，

治水を中心とした河川の櫛理が確立せられたのであっ

た。ときには消長があっても，水害防除への努力は加え

られてきた。それにもかかわらず，やはり水害は蝋えて

いるのであり，今年産の予郷は，国土保全予算であると

までいわれている。
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森林の乱伐と災害ということは古くからいわれてい

る。私がかつて富士川の改修工事に従事していたとき

に，たまたまその当時，古い記録を読んでいた際，幕末

から明治の初年にかけて世の中が不安定であったとき

に，森林の乱伐が進められ，これが明治後半の多雨期に

際会して，そこかしこに111の崩壊を梁るようになり，明

治35年とか，同じく40年の大水害を引きおこすよう

になったのだ，という記事に気のついたことを覚えてい

る。第二次世界大戦後に私達は，再びこのような話を聞

かされたのであった。山を緑にという言葉が強くうたわ

れて植林事業が進められていった。山を歩いて私もそう

考える。緑におおわれた山は，平和そのもののしるしと

いえるであろう。

森林の水の循環に際しての機能についえば，古くから

研究が進められてきた。もちろん，どのような木がある

のか，樹種によって多くの点で相違のあることは認めら

れているのであるが，雨水の流出磯構に果している役制

は大きく，同じ雨が降った場合に，草地とか裸地，耕地

に比べれば雨水の流出をいちじるしく緩和していること

はよく知られている。土砂の流亡をも大きく食いとめて

いる。このこのことは，同時に地下水源の滴養に大きな

役割を果しているのであった。これらの事実は，古くか

らの多くの実験で確められている。森林は雨を呼ぶとま

でいわれるが，あるいはこれば局部的な問題としては考

えられるところもあるではあろうが〆とにかく，森林の

水の循環に果している機能は大きく評価されるべきであ

ろう。

数年前のことであったが，私はアメリカの農務省の土

壌保全局のある専門家が行なった流出機織についての調

査報告を読んだことがあった。私はこの報告醤を読んで

考えさせられることが多かったのであるが，この調査

は，アメリカの東部アパラチヤ山系の中で，流域面積が

20ないし30平方哩のところから,200ないし300平方

哩の大きさであったように記憶している，今その流域の

数は記憶していないのであるが，数トケ所について適当
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いた。この付近では，昔にくらべると地主が増えて小作

人が減っているという。土地を捨てて人は出ていくので

あった。そしてこれに並んできれいなグリーン・ベルト

がつづき，等高線にそって耕作された畑がつづいてい

た。案内してくれた土壌保全局の若い技術者は街道を走

るミルク・トラックをさして，土地の改善されたところ

はこのトラックの数で判･りますよ，私達は努力してい

る，10十年経ったら是非もう一度やってこないか，私達

の仕事の結果が判るだろうというのであった。

○

私はこの小論のはじめに，アメリカの土壌保全局の調

査によるものだという雨水の流出機榊についての報告を

引用したのであるが，ここで流出の度合が土地の被履の

状態でば判断することが困難であり，むしろ流域の形と

か，大きさ，地形がこれを決める主たる嬰因である，と

いっているのば，同じ林地であっても，耕地であっても

その占める面積の比率が大体近似の場合にあっても，流

出率に大'隔な相違があって，地貌が何であるかといっ

て，ただそれだけでは流出の割合は決められないという

のであった。そういうところは同じ林地であっても，こ

こでどのような施業が行なわれているかで，流出に大幅

な相違が見受けられているというのであり，耕地にあっ

ても同様で，そこにどのような耕作方法が進められてい

るかで大きく流出の度合が異ってくるのであった。

私は確かにこういう現象はおきているものと思ってい

る。こういう事態をもたらそうとしているのが土壌保全

計画であるといってよいであろう。等高総にそって林

地，草地を設ける。これに平行して耕作するのであり，

ところどころに等高線に沿って排水渠をつくっておく。

そこに地力の消粍とならないような輪作体系を考えるの

であり，家畜を入れて，唯厩肥を-|-分におぎない，耕作

面の下に硬土層のできるのを防いでいる。これではこの

ように耕作するとしないとでは流出の事情は相当大きく

異なるはずである。林地の場合でも同じようなことがい

えるのではなかろうか。傾斜面に沿っての伐採と等櫛線

に沿っての伐採，それに搬出の方法をどうする，伐りお

とす方法は楽ではあろうが，等高線に沿っての搬出，そ

れには対岸へのケーブルを組合わせるということもある

であろう。伐採跡地の手入れをどうするかも問題であ

る。ここでもどのように施業するかで，流出の事情は変

ってくる。合理的な経営を進めれば，あるいはそのまま

に保存しておくよりも水理上からば，より好ましいと考

えられるところがあるのではなかろうか。

私は問題はむしろ好ましい管理にかかっているのでは

ないかと考える。好ましい管理というのは，再生産に股

話は少し別になるのであるが，私はこの月に機会を得

て，メナム河の畔の国連食糧腱業機構のバンコックの事

務所にカミングス氏を訪ね，いろいろとメコン河開発に

ついて，話合うことができた。彼がいうのには，メコン

河支流のことではあるが，よく調べると，ここ50年ほ

どの間にずいぶん流況が変ってきているというのであっ

た。ようするにこれは，これらの河では多くのところで

乾期にずっと減水するようになったというのであって，

これがメコン・デルタの近年になっての塩水混入という

問題を引きおこしたのではないかといい，この要因は，

これも近年になって水源地帯に著しく焼畑が拡がってき

たことによるものと考えるというのであった。今日メコ

ン河の開発でいろいろなことがいわれているのである

が，自分はこのような点にもつと関心をもつべきではな

いか，と思っている。ダムを造ったり，かんがい計画を

考える前に，流域管理の在り方を再検討すべきではない

か，と強く指摘するのであった。

私がここでいいたいことは，災害問題一つ考えるにし

ても，その時の環境とでもいおうか，私達がどのような

生活を亨けているのか，ある生活水準を背影として問題

を考えなければならないのではないか，といいたいので

あって，問題の所在を私達は，経済発展の段階でとらえ

るべきではないかと考えるのである。

○

私はこの問題を考えるときに，いつ焔思い出すのはセ

オドル・ルーズヴェル1,に支持されたピンチ璽ツトの資

源保全運動のことなのである。これは第一次世界大戦の

直前のことであった。新大陸に移住した人達は，アパラ

チヤを越えて山林を伐採し，傾斜地には棉を植え，谷地

にはトーモロコシを栽培して定諭した棉の単作を100年

もつづけると，地力は減退し，棉花の収量が減ってきた

ばかりでなく，流亡した土壌は川を埋めて，谷地の排水

が次第にわるくなり，1，－モロコシの収蹴も減ってきた

のであった。土壊の流亡が進んで土地が荒廃してきたの

であったが，はじめのうちは地力がおちればこれを棄て

て，新しい土地を求め，吹第に西へ西へと進んだのであ

ったが，西部の開棚ほ容易でなく，そこで自分の歩んで

きた道を再び省薙るということから，恒久的な生産を可

能にするような土地利用の体制を確立することの必要性

を感ずるようになり，これが資源保全運動に発展したの

であった。この運動は1920年代になってようやく実を

結ぶようになり，農務省の土壌保全局の活動が始められ

ている。泓は1950年の夏に1ケ月余りをアメリカの東

南部で過したことがあった。路傍にはところどころに朽

ちかけた倉脈が見受けられ，荒廃した土地が捨てられて
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少の投資を考えて，持続的な生産を可能とする管理であ

ると思っている。流域管理ということがいわれている

が，こればこういうところから出発しているといえるの

であろう。承はこの小論の前段で，災害そのものの評価

が時代とともに変ってきているということを述べたつも

りである。これ肱流域全体の在り方にも関係するのであ

って，流域に私逮が何を期待するかが時とともに変って

きているのである。私述泳これに応える処置を進あなけ

ればならない。水についていうと，水への私達の要求

は，次第に多11皮にわたってきており，したがってこれに

応えるた逸には新しく郷検討が要請されてきている。経

済発展の段階にしたがって問題の所在にも変動溌象るこ

とであろう。水に関するそれぞれの要請の間で，その一

つの体系のrlｺで，それぞれの位置づけの変魏を承るよう

になってきている。私達は常にこれを統一されたなかで

の，それぞれの評価にしたがって新しい体系をつくって

いかなければならない。人工降雨が考えられるととも

に,水生産の墹強が強く要請されている。ようするにい

かにして渇水識を蝋やそうかということが，今日の一つ

の課題となってきている。私達はこのなかで，具体的な

流域の管理方式を探し出していかなければならないので

ある。

糠理ということになると，いろいろと新しい問題が提

起される。そのもつとも大きな一つは，利用制限という

ことになるであろう｡‘土壌保全事業を遂行してゆく_上に

当って，もっとも困難な問題はこういうことであったと

いえる。この場合は一般に土壌保全地区というのを設定

し，その地区内に保全計画をたてるのであるが，この一

つの限られた地域内で等高線にそったグリーン・ベル1、

をつくり，等商線にそって耕しており，ここに一つの輪

作体系をたててゆくことになると，土地の所有の具合か

らいって，時にほ土地の再配分を考えなければならない

し，一つの作付制限を行なうことになる。アメリカでの

例によると，なかにはこの計画に賛成しない農家もあっ

て，このような計画の遂行に支障を来たしているところ

もあるというのであったが，担当の技術者は，教育で十

分この問題を解決していくことができると自信ありげに

語遥のであった。森林の場合にあっても，この問題はや

ばり間脳として残為であろう。特に経営規模の小さな日

本の場合には，解決はなかなか容易ではないといえるで

あろう。しかし流域冷広く考えれば，ここに河の上流か

ら下流にわたってもっとも安定した生活を，より高あな

がら持続してゆくためには私達は何をなすべきか，とい

うことに私達はもつと多くの関心を払わなければならな

い｡

経済の規模が肱大されてくると，ようするに常にそれ

ぞれの生産性を高め，しかも持続的な生産を可能とする

ためにほ，それ自身が複雑になるということから，より

広い範囲での協働が欠くべからざる要素となってくる。

私達が個々にこうありたいと願うことも，今日のような

水準に達すると，全体の動向から承てそれぞれの分野で

ある制約を受けることは当然のこととなってくる。私達

はこの動向に関心をもたなければならない。

たしかに緑の山は私達に強い安定感を与えてくれる。

しかし私達はここにも生産の場を考えなければならな

くなってくる。経済の規模が拡大するにしたがって私達

の生活はより複雑となってくるのであり，そうすると，

私逮はより広い場で問題の解決を計らざるを得なくなっ

てくる。それぞれの地域は，その自然的な特性を十分に

生かした上での持続的な生産の場として考えるべきもの

となってくるであろう。私は新しい流域管理の確立に大

きな期待をかけている。
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に大雨をもたらしはしたが，秋台風のような豪

雨をともなわなかったのは，幸せであった。真

夏だというのに，半月もの間，雨らしい雨が降

らなかったので，陸稲をはじめ，野菜などは，

もう一週間もこの童まだったら，大損害をうけ

ると，挫家ではさわいでいたさい，慈雨をたっ

ぷりおいていってくれた。この台風では鹿児

島，宮崎，愛媛，高知，和歌山，三重県等各県

に多少の被害をおよぼしたが，台風による被害

，経微の部類に属して，折からのかん天つづき

|去年の台風災害をかえりみて
仰木重蔵

としては，経微の部類に属して，折からのかん大つつき

の各地に'慈雨をもたらし,むしろ愛される台風だった。

台風6号が去って一週間もしない間に，台風7号がや

ってきた。この台風は，小型ではあったが，中心の気圧

の低い，夏の台風としては異例の超スピードで，実にあ

ばれん坊だった。日本の中央部をめがけて直進を開始し

た蔵その進行速度は，すこぶる早く，駿河湾溌士川河口

近くに上陸した。そこでは時速55km,上陸後は，さら

に速度がまし,60kmで中部山脈を横断し，まったく，

風のように来て，風のように去っていった。わずか4時

間で本土を横断するという「いだてん台風」だった。そ

の時まで頑張っていた秋雨前線をLげきして，大雨をふ

らせた。

7号台風は，台風と．してはあまり強い方ではなかった

が，それにもかかわらず，被害が大きかったのは，6号

が去ってから4日しかたっていなかったためである。慈

雨をたっぷりもらって，河川は増水し，地盤もゆるみか

げんであったところえ，7号台風による大雨が追打をか

けたからたまらなかった。しかも，今まであまり台風の

来なかった1.L1梨，長野のようなところへ，まともに来た

からたいへんだった。激害地は山梨，長野であったが，

静岡県伊豆では昨年の狩野川台風による災害から立上り

のばなを，またたたかれた。

いよいよ’9月の台風期に入り，本邦南方洋上には，

いくつかの台風が発生したが，いずれも台湾，中国方面

にそれ，本邦に直接影響をおよぼしたのは14，15号の

両台風であった。

’4号台風は，朝鮮海峡から日本海に入り，9月18日

北海道の西方洋-1二を進んだが，夜半稚内の西側，利尻，

礼文島付近から宗谷海峡をカラフトに向ってぬけ去っ

た｡被害は九州から北海道までの西海岸沿岸で，海岸保

安林に多少の被害があった程度で，山地の被書は少なか

った。

一方，15号台風は，9月21日これも，マリアナ東方

海上にあった弱い熱帯性低気圧が，発達して26日夕刻

潮岬に上陸したものであるが，俗にいう雨台風と風台風

の二重の性絡をそなえ，そのスケールも大きく，上陸し

てからも，いっこうに勢力がおとろえず，擁風間の大さ

はしがき

アジア大陸の東南海上にうかんでいる，小豆のような

四つの烏のわが国は，国土が細長く，中央に商い山脈が

走っていて，地勢は急峻である。河の提さは短かく，急

流で出水が早い。湾や入江が多いから，高潮の可能性が

いちじるしく高い。また，数個の火山帯が国土を縦走す

るため，地質椛造は，きわめて複雑で，寄木細工のよう

に，くずれやすい状体にあ愚。

しかも，雨が多く，毎年かならず台風がやってくるの

で，災害日本という合言葉があるくらい，世界でも災害

のもっとも多い国である。

過去10年の平均だと，災害被害年額は，2,400億円

で，国民所得の6％にあたることになる。災害の防除と

その復旧は，国家財政の現状から，非備に大きな負担に

なっている。

去年もまた，数次にわたって台風におそわれ，大きな

被害をこうむった。ことに，伊勢湾台風は，中京の工業

地幣に惨害をもたらし，一時その産業経済を休止せし

め，わが国災害史上まれに染るもので，世人の関心をひ

いた。

林業関係においても，山地の崩壊，土砂流柵，流木，

潮風等により，近溌,中部の諸県に非常な被害があった。

．いま，これらの災害のあとをかえり難，将来について

考えて承たい。

1．去年の台風の特徴

昭和22年から31年童での10年間に林業関係に多

少とも被害を与えた台風の数は，20個で，1ケ年平均2

個であるが，昨年は本土に上陸したのが四つ，接近した

のが三つで，ありがたくない台風の当り年だった。

8月8日台風6号は，鹿児島県南部に上陸し，宮崎県

日南市付近から日向灘に入り，四国南岸そいに北東に進

魏，紀伊半島をかすめ，東京湾から千葉鼎にぬけて，鹿

島灘洋上に去った。この台風は「二つの目玉の台風」と

いわれ，対烏海峡にぬけることが予想されていたやさき

に，進路を90度転換して，観測陣を雷ごつかした．こ

の台風は羅風域こそ大きかったが，風が案外弱く，各地

《
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仰木：去年の台風災害をかえり象て

が発生地から一貫して同じであったようで，その強大さ

は’かつて，昭和9年の室戸台風や，昭和20年の枕崎

台風に匹敵する縁どのものであった。

23日の中心気圧894ミリパール，中心付近の般大風

"75m,中心から400km以内は25m以上の繋風圏を

もって超大型台風に発達し，本土へ接近を続けた。26日

18時台風は，潮岬西方およそ15kmの地点に上陸し

た。この9月26日は，昭和29年の洞爺丸事件でさわ

がれ，北海道に8,000万石の林政史上初めての被害を剛

した11であり，また，昭和33年には伊豆地方の大災害

をもたらした狩野川台風の日と同じである。よくよくの

厄日といえよう。

伊勢湾台風の上陸時の中心気圧は930mb,瞬間風速

45mであったが，その勢力はすこしも衰えることなく，

21時すぎにば名古屋からおよそ30km西方を通り，商

山の西，富山付近を経て，日本海にそい，秋田沖で分裂

した。

この台風は6時間あ重りで本土を縦断し，平均速度は

時速70kmあった。この間台風の東半円にあたる中部，

関東では20m内外の強風が吹き，海岸地方では媛大風

速30mを越えた。名古屋や津では，各地方気象台はじ

まっていらいの記録であった。渥美半島の福江では，観

測限度の60mを突破している。

この台風によっておこった高潮は，過去の肢高を示し

たといわれる。9月26日夜半，伊勢湾，知多湾および

渥美湾内一帯は2m以上の高潮が起った。名古屋港では

繼濁3.9mに達した。

伊勢湾台風による災害の特徴は，瀧裂な繋風による被

害や強雨による被害に加えて，とくに，高潮による災害

があったことである。高潮をともなう台風災害は，激甚

となるのが通例とされている。関東大震災にも匹敵する

大災害をまねいたといわれるのも高潮の被害，とくに高

潮による人命損失が多大であったことによるのである。

死者行方不明5,051名，罹災者概数160万人，被害総額

1,469憶円という台風史上未曾.有の被害をもたらした｡

伊勢湾台風は，久しく高潮という言蕊を忘れていた脚本

人に，あらためて台風による高潮のおそろしさを認識さ

せたが，台風をあまく承るなということを，これほど肝

に銘じさせた年は少ないであろう。

とかく人間は，大きな災害が出ると，その方に気を奪

われてしまって，他の災害ばあまり取り上げられなくな

るが，伊勢湾台風は，中部地区の工業地幣や，伊勢湾一

帯の干拓地の被害があ叢りにも大きかったので，他の被

害はかげがうすくなったきらいがあるが，台風通過地帯

の山岳部一儲に，猛暴風を起こし，このため，各地の山

地に,111崩れを発生し，多くの風倒木を出し，林道や治

山施設の破壊されたものも少なくなかった。なかでも，

山間部の農村においてば，交通路が寸断され，当面の食

糧輸送に，ヘリコプターを使用するなどの一こまもあっ

た。

要するに，昨年の被害は，これまであまり台風に躯そ

われなかった伊勢湾台風の東海地方，7号の山梨，長野

14号の北海道等が台風に見舞われたので，それだけ備え

の少なかったのが，被害を大きくする結果になった。台

風常襲地帯法が成立して，台風のまくおそう九州，四国

などの防災に備えることとなったが，昨年台風に荒され

た中部,東日本がぜんぜんとの地域外なのも皮肉だった。

2．林業関係被害の概況

昭和34年に発生した災害は，近年まれにゑお大災害

として記録されることになった。例年のごとく，3月か

ら4月にかけての融雪災害，それに続く，6～7月の集

中豪雨による災害，さらに前に述べた4個の台風によっ

て，治山施設，林道，林産物ならびに林産施設等にもた

らした災害は，近年まれに承る大きいものであった。

被害総額は，民有林関係605億円，国有林関係45億

円，計650億円の巨額に達しているが，そのうち，ここ

に述べようとする台風によるものが，民有林関係550億

円，国有林関係37億円，計587億円で，その比率は90

％にあたる。国有林関係でば710万石の風倒木がある

が，これほこの金額外である。

台風のなかでも，去年の被害を特に大きくしたのは7

号と伊勢湾台風とによってである。ことに伊勢湾台風

ほ，昨年の総被害額の60％をしいているが，いかに猛

威をたくましくしたかがうかがえる。

34年の台風の通路は，既述したように，台風7号が天

竜，富士，信濃川にそう砕礫帯地帯電地質的に弱い地

帯であり，しかも，八ケ岳，浅間の広大な火山堆積地帯

で，災害地質条件よりすると最悪の地帯である。しか

も，これに40mをこす鵜風であったからたまらない。

多くの風倒木をM1し，多くの崩壊を生じた。

伊勢湾台風は，わが国の代表的林業地帯を通過した。

すなわち，尾鷲林業，吉野林業で代表される三重，奈良

県境，京都府の北山林業地帯，天竜林業地帯，鳥取県智

頭林業地帯等の人工造林地帯がいずれも被害を被むって

いる。

また，国有林においても，木曾谷の被害は激甚をきわ

めた。

つぎに，これらの被答状況についてみよう。

イ．民有林関係

（1）治山関係被害
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仰木：去年の台風災害をかえりぶて

来と同時に，海岸線の堤防が決壊し，ラ部は外海に流出

したが，大半ばおりからの西南風にあおられ，高潮に乗

って市街地に流れこんだ。そのため，大きな被審をうけ

たのが港区白水地区であって，住民をしていわしむれ

ば，流れて来たラワンの巨木により，多くの家屋がこわ

され，工場を破壊し，この地区だけで1,000人の死者を

出して，社会問題をひきおこした。

わが国の優良林業地帯の奈良県吉野郡川上村葡原で，

山津波が発生して，民家12戸が全壊し，4戸が半壊し，

山かせぎ人約60名が生きうめとなった、これは，山崩

災害としては，あずらしく大きいものであり，しかも，

従来100～200mm経度の降雨では川の水は，ほとんど

にごりもしない，吉野の優良林業地帯におこった事件だ

けに，林業人のひとしく驚き，考えさせられるできごと

であった。

そのほか，伊勢神宮の被害は，神宮御鎮座以来もつと

も大きなものであったといわれ，参道にそうてテイテイ

とそびえていたスギの老大木が，さんを承だして倒れ，

参宮者に対し，もっとも印象的な思い出の一つである森

林美が，部分的には全滅に近い被害を受けた。

3．被害対策

イ．応急対策

伊勢湾台風という史上最大の被害に直面した政府朧，

9月28日に中央災害援助対策協議会を開催し，29日には

中央に災害復旧対策協議会を設置した。また，災害対策

を強力かつ機動的に推進するため，同日現地に益谷副総

理を本部長とする中部日本災害対策本部を設腫して，地

元関係当局と連けいを密にし，被害者の集団避難をはじ

め，食糧その他の物資の供給等被害者の応急救助に万全

を期し，また防疫に努めて，伝染病等の集団発生を防止

した。

さらに，政府は，自衛隊より述べ人員30万人あまり

と，そのほかに多数の車輌，航空機，艦艇等を動員し，

被災者の避難，浸水地域の仮締切工事等の応急措腫に協

力せしめた。

林野庁においてば，対縦本部の施策の一環として，緊

急災害復旧用材供給計画を樹立し，これにもとづいて，

潮止め工事用抗丸太や，被災者のための応急仮設用住宅

用，応急修理用，公営住宅用，学校修理用などの復旧を

要する木材の調達に，不眼不休の努力を傾注した。名古

屋管内の手持材の放出はもちろん，他局からの応援材も

えた。

なお，一瞬にして泥海と化した浸水地帯を救うために

朧，なによりさきに，従来の堤防線に潮止工那を行なっ

たのちに，ポンプにより排水する以外に適切な方法は考

林地崩壊，治山施設の被害は，その被害額252億で，

もっとも被害の大きかったのは，山梨県の86億円，三

重の35億円，長野県の28億門，奈良県の27億門等

である。

②林道

林道の被害は，総額53億円で山梨県の13．5億門，

奈良の13．3億円が両横綱で，これにつづくものに，長

野県の6．1億円，三重県の3．9億円，京都府の2．6億円

等がある。

（8）林産施設

被害総額は36億円で，その主なものは，製材工場21

憶円，その他炭がま，貯木場などの被害である。

（4）林産物

林産物の被害は209億円の巨額に達し，立木被害が

161億円，素材41億円，そのほか製材，薪炭原木，木

炭，薪，椎茸ぼた木，竹材などである。とくに，被害の

大きかったのほ，岐阜県の60億円，愛知県の58億門，

三重県の20億円等である。

ロ．国有林関係

（1）治山関係

治山関係被害は総額15.1億円で，長野営林局8億円，

大阪営林局5億，名古屋営林局1億門等である。

（2）林道関係

林道関係被害ほ総額12億門だ，大半は長野営林局の

6．7臘円で，大阪営林局の1．9億円，名古屋の1．1億

円等がこれにつく・ものである。

（3）製品関係

総額7億円で，その主なものは長野営林局の4．2億円

東京営林局9,000万門等である。

仏）風倒木

風倒木は710万石の多きに達し，筆頭肱長野営林局の

491万石，つぎは前橋営林局の98万石等である。これ

まで，たいした風害をうけたことがなく，美林をほこっ

ていた木曾谷の被害は非常なものであった。

ハ．流木，その他

今回の災害をさらに悲惨なものにしたのは，流木によ

る被害である。高潮によるとはいいながら，日本一の設

備を誇っていた名古屋港の貯木場が，このようにもろく

決壊しようとは何人も想像しえなかったことであろう。

当時，名古屋港には合板界の好況を反映して，8号，加

福，名港貯木場の3貯木場に満度にラワン材が保管され

ており，なお，収容し得ない材は，港外および川筋にけ

い留され，その量は96万石とみ該られていた。

この3貯木場のうち，名港貯木場は流出をまぬかれた

が，8号貯木場にあった30数万石の木材は，暴風の製

一
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仰木：去年の台風災害をかえりふて

えられない。そのために，まず，必要とするの臓打込丸

太とセキ止板である。したがって，この用材供出は後に

つづく突貫工事の先駆の役割をつとめるものであり，こ

の調達には苦心があり，一部の特殊用材についてば，非

常伐採も国有林で行なった。

名古屋における流木の処理も急を要する問題だった。

高潮にのって陸にあがってしまった37万石のラワン材

が,,1,000名の人命を奪い，民家,工場をこわし,交通，

通信に大被害を与えたことは既述のとおりであるが，こ

の整理にほ難問題が山積していた。9月28日に急拠組織

された名古屋木材組合対策本部としても，この流木処理

に全力を傾注した。自衛隊のクレーンの出動をえ，さら

に業者も全力をつくして，この整理にあたった。その間

一時は，補臘等の問題で，険悪な空気にもなり，組合幹

部のなやまされることも一再ならずあった。

政府は，人命救助を初め，被災現地の急を要する諸対

策を早急に誰ずる一方，特別立法措置や，予算措置に着

手したのはもちろんである。

林業関係においても,42,600haにおよぶ荒騨池の発生

を拳たので，補正予算を要求し7億800万円が認めら

れ，緊急復旧を要するもの15,797”のおおむね18％

を復旧することになった。

林道関係の被害は，7号によるもの24億円15号によ

るもの28億円が主なものである。これらの復旧につい

てば，補正予算によって6億5,000万円が支出された。

造林関係では，苗畑の埋没，流出等の被害について

は，農林漁業金融公庫において，優先的に措置すること

になった。

林産関係被害は，風倒木による立木被害162億円と，

素材の流出等の被害42億円の林産物と，製材工場被害

25億円とが主なものである。これらについては，林業用

共同利用施設に対する高率補助の適用，貯木場および流

送路に推積した土砂の排除に補助金の支出，炭がまの復

旧に2割の補助を行なうとかの措置が幟ぜられた。風倒

木はその被害量も,,030万石という本州としては朱曾有
のもので，これら被害木を計画的かつ早急に処理するこ

とは，木材需給調達ならびに，森林火災，病虫害等の予

防，さらにば，再造林による森林生産力の回復等の諸対

策上からも当面の急務である。

このため主要被災県については，府県，営林局署なら

びに県森達，県木遮紙パルプ連地区協議会その他金

融，輸送関係等の各団体をもって椴成う-る風倒木処理対

策委員会を設置のうえ，積極的に風倒木の処理にあたっ

ている。

戦後木材の需要は毎年増加し，年間消讃量は約1億

7,000万石に達し，そのうち約1,800万石は外材輸入に

よってお･り，しかも，今後の輸入量は増大する傾向にあ

る。この急激な外材輸入は，貯水施設の不足をまねき，

木材輸入の円滑をかくの詮ならず，伊勢湾台風による，

名古屋の流木による激害をおこすこととなったもので，

こんご，ふたたびこの轍をふむことのないよう最大の考

慮を払う必要があり，全国木材関係者が一丸となって，

「全国港湾都祠聯木施設促進協議会」が設置された。貯

木流出の危険防止についていろいろ協議し入荷調整，け

い留計算等が検討されるにいたった。

つぎに，国有林野事業の復旧対策についてのくること

にする。

700万石におよぶ風倒木の処理としては，立木処分ま

たは直営生産によって，35年度末までに，その大半を処

理する方針のもとに，調査をし，処分を実施している。

すなわち，風倒木のうち，処分不可能のものを除いた約

680万石のうち54％を立木処分で，残量を直営生産と

し，一部木曾ヒノキをのこし，35年度末までに約70％

を処理する計画である。

国有林としては，前述のごとく，復旧用材の円滑な供

出，潮止め用材の非常伐採，応急仮設住宅の供給対策を

もたいなくとり進めたことば既述のとおりであるが，こ

れとともに，地元災害農家に対する救農事業の計画が行

なわれた。すなわち，国有林野事業の実施上なるべく，

被災艇家の人員を雇用するよう計画し，また風倒木の立

木売払計画の一部として，被災農家の救済のため雇用す

る必要のある地域には，地元労務を雇用する条件のもと

に，森林組合等に売り払うことも考慮された。

なお，木材価格の上昇防止対策としては，国有林の公

売算定を1ヶ月間停止し，異常価格の心理的な鎮静をば

かることに，災害用材40万石の備蓄をおこなった。

ロ．恒久対策

昭和34年の台風被害，ことに伊勢湾台風の被害が，

あまりにも大きかったので，治山治水にたいする関心

は，一般国民にも，政府部内にも非常に高まった。

10月に開かれた|臨時国会の災害補正予算の塞議過程に

おいて，治山治水の埜本的対策の早期樹立を超党派的に

要望するところがあった。治山治水特別会計創設の機運

は急にじようせいされた。

35年度予算緬成にあたって，国土保全と災害防除溌

最重要の看格としてとりあげられ，治山特別会計を国有

林野事業特別会計中の一勘定として，取扱うことになっ

たことは周知のとおりである。

昭和35年度から39年度までの前期5ケ年間に550

億円，昭和40年から昭和44年度までの後期5ケ年間

－7－
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仰木：去年の台風災害をかえりゑて
ー

に750億円,10ケ年間を通して1,300億円が見込まれ

ている。これによって，現存荒廃地32万haと年煮発

生する新生荒廃地4,800haとが，本計画の確実な実施に

よって，5ヶ年にその3割を，10ヶ年に約7割を復旧ま

たは防止して，昭和44年度末においては，比較的災害

も少なく，安定していたと認められる，昭和初期の山地

の状態にかえさんとするものである。その間の年間のび

率は，前期5ケ年計画のうち，昭和35年度分の事業識

は，87億600万円で前年度当初の事業費65{g4,500万

円に対し，1.33倍に拡充され，その後の平均のび率は，

前期5ヶ年において11.7%10ヶ年を通して8.7%であ

る。

なお，防災林造成事業，保安林整備事業も主要なもの

はこの10ヶ年で，ほとんど完了する見透しである。

今回の特別会計の設置によって，何回か樹立改訂され

た長期計画とちがって，財政的裏付が確約された10ケ

年計画ができたことは，よろこびにたえないところであ

る。

なお，国有林治山事業については，くつだんの決定は

されなかったが，既往の経過よりして，現在程度の規模

を続けることで，民有林治山事業に即応した進捗は，確

保できる見通しである。

最後に，臨時台風科学対策委員会のことについて，一

言ふれておくこともむだではあるまい。

伊勢湾台風の経験にかんがみて，台風の科学的対策に

ついて，調査検討するたあ，臨時台風科学対策委員会

が，10月9日の閣議了解事項にもとづき，科学技術庁に

設置された。委員長には中曾根科学技術庁長官があたら

れ，委員は関係行政機関のもの15名をもって構成され

た。この委員会は，台風の燕障対策について審議し，ま

たその基礎資料を得るため，愛知，三重，岐阜の3県の

現在調査も行なった。

その結果，つぎの科学技術政策の推進が，今後の台風

による被害を局限童たは回避して，国民の福祉を増進す

るうえに，きわめて有効であり，かつ，緊要であるとの

結論をえた。

i.台風研究の推進と国際協力体制の確立，台風の発

生，発達や構造などの究明と，台風にともなう雨，風，
高潮などの自然現象の特性について研究する強力な台風

研究機関を設置するとともに，台風の研究資料を得るた

め適切な飛行磯観測の実施と，洋上観測の強化および定

点観測船の整備をはかること。

また，台風研究の成果を高めるうえに，世界気象機関

と緊密に連けいのうえ，国際協力観測体制の強化をばか

ること。観測費料，研究情報の交拠調査団の派遣，国

際会議の開催および研究者の交流などにより，国際研究
体制を整備して，関係国共通の災害を軽減する必要があ
る。

ii.台風予警報に関する観測施設および予報組織など
の整備

台風の位置，運動を捕促するための飛行機観泓長距

離観測用レーダー，およびラジオゾンデ観測体制の確立

ならびに，気象官署間の通信の確保を計る必要がある。

地域防災の見地よりすれば，既存の組織を華溌とする

雨量，水位，潮位および波高などのロボット観測体制の

拡大強化，ならびに相互の有機的な結合をはかることが

必要であり，童だ通信方式についても無線化の必要があ

る。

とくに，東京湾，伊勢湾および大阪湾等の地域には迅

速にして，適切な高潮の数避的予報を行ないうるよう，

高潮定鐙予報組識を緊急整備することが必要である。

また，重要河川その他洪水の危険の多い中小河川にお

ける洪水予報，水防活動および避難のためには，その組

繊を強化拡充するとともに，山岳地帯の降雨堂を的確に

把握する降雨観測用レーダーの整備を必要とする。

iii.台風防災技術に関する研究等の強化

堤防のろう水，高潮の洪水におよぼす影響，土石流お

よび山津波の発生機構，山間地の崩壊，地すべり機織，

土壌流出鑑よび流木，漂流物その他人為的行為の治水上

におよぼす影響，森林，防潮林などの防災的効果など未

開拓の課題について，これらの諸現象の科学的究明を

し，これが対策樹立をはかる必要がある。

その他，協議の結果得られた結論の項目の黙を書いて

おくことにする。

iv.防災的総合関発計画等の推進強化

v・人命保護を中心とした防災基本体制の整備

なお，おそまきながら，本委員会の提唱によって，気

象庁に台風研究部ができた。

むすび

台風による悲惨な災害を，毎年くりかえしているわが

国ではあるが，去年の台風災害は，例年になくひどいも

のであった。ことに，伊勢湾台風は，昨年世界のどこに

起った災害よりも，ひどいものであり，この大惨事を通

して，わが国の自然災害に対する防衛態制に，重大な欠

かんのあることが，いまさらながら明かとなり，今後の

防災対策について，いくたの教訓を残していった。

この台風が，東京湾，大阪湾をおそっていたらどうで

あろう.か，一瞬にして泥海と化した干拓地の将来のそな

えはどうしたらよいか，警報伝達と退避対策を円滑にす

るには，どうしたらよいか，台風の科学的研究はこれで

よいか，等盈あげてくれば，さいげんがない。

われわれのたずさわる林業関係においても，考えさせ

られることが少なくない。国土保全上大きな役割を演じ

なければならぬ森林が，その機能を十分果すためにば，

どうしたらよいか，流木による被害を軽減防止する方法

はないか，多くの成果を認められた予防治山や防潮林の

推進整備はどうすればよいかなどいくらも問題はある。

去年の台風の惨禍を忘れることなく，総合的な，科学
的旗，台風災害防止対策が樹立されて，国土保全にうれ

いなき日の1日も早からんことを待望してやまない。

《
〉
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としては6号，14号両台風があ

り，また融雪期における水害，7

月，8月の前線局地豪雨等の被害

も例年以上に多く発生している。

すなわち第1表は災害別に被害額

を示すものである。また，7号，

伊勢湾両台風の被書は，全34年

災中の施設災害の85％，荒廃地

関係では83％を占めている。ま

災審別被蒋額澗

昭和34年台風被害白書一治山一

I

若江則忠

第1表
昭和34年の伊勢湾台風は，我が国台風史上未曾有と

いわれる人的被害をもたらした。

治山関係においても昭和28年災と並んで戦後股大級

の被害発生を見るに至り，これが復旧対溌等に各種の措

置が行なわれるところとなった。

以下昭和34年に発生した主な台風被害を中心として，

治山関係の被害概況とその緊急対策並びに治山治水緊急

措置法等の国土保全恒久対策について記述することとす

るが，それに先立って一般的に「治山関係被害」といわ

れているものの実態と，これが復旧措置が通常どのよう

にとられているかという事を若干説明しておくこととす

る。

治山関係被害として発表されているものには大別して

治山施設の災害と，災害による山地の被害とがある。す

なわち,前者は既往において築設された治山施設(堰堤，

床固,山腹工,海岸防潮堤等)が災害によって,破壊ある

いは縦前の効用を失なった状態のものをいい，その被害

額は，破壊された部分の時価額あるいは復旧に要する費

用概算で示され，この復旧は「公共土木災害復旧事業渋

国庫負担法」（昭，26，3，31法律第97号）に基づき河

川，道路，砂防等の施設と同様に被害の程度と当該施設

を管理する地方公共団体の財政能力との比較によって，

国の負担割合を定め(最低2/3を国が負担する｡)国費と

都道府県費によって復旧工事が行なわれる。一方山地の

被害は，台風豪雨等によって発生する山腹の新生，拡大

崩壊や地すべり及び山間渓流の荒廃をいい，その被害額

はこれらの復旧に要する経費の概算を称している。また

この復旧事業は森林法上の保安施設事業として国が2/3

以内の補助を行ない，都道府県が実行に当っている。そ

してこの復旧事業は発生当年には，年度当初配分を留保

している緊急治山事業費をもって行ない，次年度以降は

一般治111事業に含めてその復旧をすす通ることとしてい

るものである。

1．被害概況

治山関係の昭和34年災害は，その規模において，7

号，伊勢湾両台風によって代表される。この他台風災害

’治山施設 災

ケ所

誓荒

耐l
ha

2,438

3，553

876

20，923

1,762’

23

膳地

金額

千門
1,464,033

2,132,490

528，199

12,555,770

1,036,160

22，800

12,088,044

29，822，496

災響別

ケ所|金額 所|面ボ
18912,4

，4863，5

3368

,8‘!|2．，，
6581，7

281

融雪災害

7月水害

6号台風

7号台風

8月水害

14号台風

15号台風

計

熟議
4'4,''o!32,5944',6331

30

19

61

691
13

2

132

271

曇

参考

瀧川台風’ ''o,'4911 3，784，000

32年
諌星水害

28年災
28災
南溌水害
28災13号

’ 2,082,08015，995

|605,717

1
32,491,022

9,109,809

7，997，081

605,717

83，307

391，189

た，参考までに戦後股も被害の多かったといわれる昭和

28年災害並びに近年著名な災害との比較を掲記した。

これによれば，一つの台風（牽鮒）による被害額の大き

さは34年災の7号，伊勢湾両台風が戦後股大のものと

いうことが出来る。これら災害の都逆府県別被害額は，

第2表，第3表のとおりである。

このような激甚な被害を惹起した両台風について，そ

の特徴と被害の状況を見ると，7号台風では，

○台風規模としては上陸時の中心示度969mbという決

して大型の台風ではなかったが，マリアナ東方洋上に

発生した熱滞性低気圧が，台風となった位磁が東日本

に近かった上，迂回経路をとらず直接北盈西に進んで

本土に接近し，台風となってから僅かに45時間で上

陸したこと。

○上陸後もその勢力の衰えが少なく，上陸から日本海を

上に抜け去るまでの平均時速60kmという速さであっ

たこと。

○台風上陸前8月12日から前線の活動による大雨が|雌

り続いていた上にさらに台風が擬雨をもたらしたと

勺
《

筆者・林野庁治山課長
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第2表昭和34年発生災害治山関係被害額調 単位：千円

治山施設 荒 廃 地

|蒜臺緊
戸一一

箭熟|多箒藩籍|;詩鵠
北海道l1l

計
ケ所|金額

伊勢湾台風｜その他 計
面積I金額
1,90411,163,493

15191,000

7645,600

395236，625

4929,317

344210,310

5鯉325，958
1，557938，810

’面積｜金額l面積|金額’
2481169,71011,653993,783

､:
1

1

J2,0001,750５
６
6，854
3,500
２
３
３
３
６

78，854

95，250

32，550

32,500

815'"，

2，550

2，500
3，43922，”0

茨城｜

｜瀧；,霊．』，"'職隻';;:識“，“澱；。‘”…。
ル柵蕊抑溌撫蕊

関
‐
１
１
葡
詞
Ｉ
ｉ
Ｉ
－

一
）

富山
中石川
岐阜
静岡
愛知
部三重
計

｣"",，
幸‘｡,”1

24114,138

14116,468

28，000
63，640
41750

17133,72911,

1:畷:|瀞
859‘

46’

69，32913
85，76887
16113,644116

2414,133
1416,468

15,500

4:::淵’
2313，600
138，000

1,,151690,630

9456，340
870522,220

4,0862,452,110

895

776

353

417

1'19

駕淵鐺讓鳥：
":;Y;|1,:%,,7&;:::;
250,165678406,628

897538，“7

71,5005,7753,465,732

10，5“6，328，277

uz'000"|9M:
1，377826，310
6438，700

11,5001,129678,000

4，5842，750，767
150，375975585，144

10,52216,315,161

247,1001
100,1231

,脇’
288,000
280,000
515,150

27，700
8,000

52，385
69,604

０
５
０
６

釦
“
鴻
叩

，
〃
ｐ

２
２
０１

１
４
４
４

116，"‘ ':3;::::|

‘‘“‘｜':!::;::|"

485000，240186

775465，000
518811,160

1811,000

1,097658,50019

4，4”2，698，382
608365,165251

2，750

2,821

鳥取
中島根
岡山
広島
国山口
計

2858，000

’
29i58,2251225 1,2471748,251

14688，000

19,08011,2791767,331
20,040188120,040

78,00012761166,000

5,59095，590
71,040111871,040

1,7151,030,001

32

83

180

9

118

2651159,490

95，400
82149,400

103162,160

徳島
四香川
愛媛

国|高計知

６
３
６

5，500
1,971

18,055

６
３
5，500

1，971

18,･755

’

24，035

119,410

122,951

305

9

281

2ﾀ4

889

183，525

5，400

168，810

185,111
542，846

40

199

191 《
〉
画

フ
ー 5，700 8

8721

156

58

31

8

418

277

523,100

93，660
35，200
18,900

4，700

249，619
165，970

8721523,100

156193,660

58135,200

311181900
814,700
4181"9,619

2771165,970
1,8"|1,091,149

九

300

2,000

300

2，000

１
１

１
１

I

州

6'l'o'"｣321250,75170",327127'|"i"12""‘'2.,."’ 12｡8,616|,,183,682141,6331",822,496卜
三
一
画

と 。台風の通過と直接関係のなかった三重，滋賀，京都及

○台風進路が静岡系魚川構造線（懲士川，姫川破砕帯）び福井の各府県では12，13の両日局地的に200～300

に沿って北上し，地質的に股悪ともいえる地帯を貧いmm程度の雨量があり，台風襲来前にすでに相当の被害

たこと。を受けていた。各種統計に示す被害額は，これらのもの

○これに加えて地形的にも南アルプス等の高山地帯からを含梁7号台風として取扱っている。

主流河川に入る垂直的較差が大きく，これに比べて水主な被弾也域は山梨県釜無川，笛吹川流域，長野県松

平距離はきわめて短かかつたこと等が挙げられる。本周辺地区，三重県安芸郡，滋賀県伊吹山系，福井県若
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砦江：昭和34年台風被害白洲’

害と共に林業的見地からも強く復旧の望まれるところと

なった。山梨，長野両県の被害は前にも述べたように破

砕帯地帯の災害で，荒廃の規模も大きく，釜無川流域の

花崗岩類の地帯でば，渓流の岸崩壊!,ILI腹の剥離状，鋸

歯状，蝿状の崩壊が主であり，笛吹川流域の花崗岩類地

滞はほとんどが山腹の板状崩壊，渓流の岸崩製で，両者

に共通していえることは，一見安定しているように見え

た渓床の堆積土が上瀧の山脳崩壊に刺戦され莫大な流れ

と共に下流に押し出され，下流の災害を助長したことで

ある。長野県の災害は第三紀屑地帯の渓流が離横侵蝕を

受け，また山腹の地すべり性崩壊によって人畜の被害を

加増したようである。

伊勢湾台風の特徴としては，

○この台風は上陸時の中心示度が929.7mbという我が

国台風史上にも特筆される超大型台風であった。

○上陸後もこの勢力は衰えず日本海に抜けてからも940

mbを示し，名古屋付近での瞬間股大風速朧45.7mを

記録した。

○台風通過に伴い伊勢湾には未曾有の高潮（名古屋港潮

位3.9m)が発生した。

○台風進路に当った和歌山，奈良，三重の各県では500

mmをこえる雨撤があり，また兵庫県但馬地方や鳥取

県においても折から停滞していた前線が活動して300

mmをこす凝雨に見舞われた。これらの雨と台風によ

る暴風が，治山関係の被害を非常に大きいものとして

いる。

○地質的に見ると紀の川破砕帯にのる奈良，和歌山両県

の流域と鳥取，兵嘩，京都若狭に至る大江山破砕幣等

でいずれも一度豪雨に見舞われれば，非常に危険な地

帯に属していたこと。

各地の被害の特徴をあげれば，奈良県紀の川上流の吉

野林業の中心地帯では，暴風雨により山腹は破砕地帯特

有の大崩壊をおこし，また各支渓の荒廃はよく発達した

崖錘上の美林をも削りとって下流に押出し，河川そいの

林道の全面的流失等の被害を惹起しながら下流地帯に多
くの損傷を与えることとなった。同じく三霞県の櫛田川

」二流地帯も生産性の高いスギの造材地地帯が災害を受

け，特に片麻岩と三紀層の地質の変位する付近での荒廃

がはなはだしかった。またこの地方は近年大災嘗を受け

た経歴がなく，渓床に蓄穣されていた唯俄物の移勤も下

流の被害を大きくした一因となっている。兵庫県円111川

～鳥取県境地域では三紀層の地すべり性の崩壊が各所に

発生し’偽取県の被害は天神川上流の火山堆職物地幣に

鯖いて激撰をきわめ，この他岐軸忍の柵斐川上流，愛知

照矢作川I二流，長野県下伊那郡並びに山梨県早川流域に

第3表昭和34年発生治山施設災害復旧事業費
配分額調単位：千円

－

査定総
工事饗

34年実行額

|垂~謡｜事業機｜国 捜
一

■6－－－←

北海道

簾東
山形
編島
北
新潟
計

’’

！
812

1，592

468

588

600

1,218

2，387

702

882

899

4,604
4，802

1,746

1,618

3，697

1,183

2,818

682

856

873

■
日
日
Ⅱ
０
１
．
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
‐
１
１
１
‐
１
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

４
２
９
６
０
８

分

１
１1，640

1，292

フ
】
４

９
５
５
２
９
９
１
１

4，240

6,124

3,401

9，781
937

72，930
9，839

450

(1,711)
8，575

1，751

676

(2,13$
10,720

2，627

657

(2,077)
10，407
2，552

霊

2，329
893

789

（851）
4．257

3，494

1,339

1,183

(1,064）
5，321

中凛山石川
岐阜
静岡
愛知

8,081

10,792

2,000

3，638

3，394

1，300

1,149

(1,034)
5，167

日爵‘'三計重 22，105

’
5，818

(2,119）
4,740

7，313

(2,649）
5，925近|職｜

京都
大阪

壜驚
詞和歌山‘計

7，100

(2,57の
5，753

36，243

8，325

’

５
７
５

１
５
５

４
９
１

９
１
７

１
１
２

2,060

2,850

3．138

2，122

2，935
3，232

6，951
6，923
10,439

27,1731 4，9“ 5,11213,409取
根
山
鳥
口
計

鳴
鳩
胸
肱
帆
Ｉ

中
国

｜
’

’
、
《
一
犢
率

１
１

ｌ
島
川
媛
知

3，8723，872
1,7921431

12,8474,000

’

９
５
７

５
９
４

６
２
７

８

９

２
ク
】

3，987
443

4,120

計

曜蝋
長崎
熊本
大分
宮崎

|鹿鼻島

’九

州

(4,681)
50．255繩:)｜騒騒)’284,400

注（）醤は恢務負担行為額。

狭地方，京都市北方地帯等で，これら地域のうち三重，

滋賀，福井の各県では比較的里山地帯の被害が多く，山

腹の崩壊や小渓流の荒廃が直接人家や各種施設に多大の

被害を及ぼす結果となった。また京都の災害はいわゆ為

北山林業地擶の渓流の荒廃が目立ち，この地方の林道被
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若江：台風被 害 白糾
－

も治山被害が発生した。

これら両台風の被害現地を承ると，治山堰堤の施設さ

れている渓流は，荒廃の現象がきわめて少なく，堰堤地

点でよく土石流の発生を防止している事が伺われる。た

だし独立した単独の堰堤が，大転石の多い渓流では破壊

されたケースも見られるので,このような花崗岩地帯等
では2～3基の連続した堰堤を設隠することが望ましい

ものと考えられる。しかし，三紀層地滞のように大石の

混入の少ない渓流では要所要所に例え一基でも堰堤を設

置すれば災害時に相当の効果を収めうることは各地で実

証されたところである。いずれにしても今次災害ｶﾐ，渓

流の古い堆積物の押出しによって一層下流の被害を蝦大

している事実からして，昭和34年度の災害により生産

され，山腹基部に堆積した土砂は，それが例え安定した

かのように見えても，次期異常出水における移動にそな

え施設計画をなおざりにすべきではなく，また林相の優

良な地帯においても，地質的に危険の感じられる箇所に

ついては十分な予防措置が必要であろう。

次に治山施設の被害について述べると，前掲第2表に

示したとおり被害総額は約4億1,500万門に達し，これ

に対する査定総工事菱は2億8,400万円となっている。

このうち山腹施設の被害は僅か8％程度で，他のほとん

どが堰堤，床固類および護岸と若干の海岸施設である。

すなわち治山施設災害のおおむね80％程度は渓間施設

によって占められており，これらの被災の形態は，大転

石の衝撃による天端の欠損，山腹の崩壊あるいは流心の

変化による堰堤袖部分の突抜け，堆稜士層上の堰堤の根

の部分の洗堀，特に放水路が異常出水をの承きれずに袖

部分を流水がのりこえて基盤の弱い部分が洗われた等の

ものであり，今後の計画設計上に大きい教訓となってい

る。参考までに治山事業と同種の事業である建設省所管

砂防事業について象ると，砂防施設災害復旧事業の昭和

34年災総査定額は約61億円であり，治山施設の約20

倍となっている。（ただし砂防施設災害中には天然河岸

の欠壊に対する流路工新設等も含まれているので，毎年

の通常砂防菱が，一般治山磯の1．2倍程度である比率と

の単純な比較は意味がないかも知れない｡）

2．被害対策・

このような激甚な被害に対処するため，治山関係の災

害復旧に当っては施設災害，災害荒廃地復旧いずれも都

道府県の行なう事業となっているため，主として，災害

による地方財政負担を軽減する目途のもとに次の措置が

とられた。

（1）治山施設災害

（イ）特別立法措置

昭和34年12月3日法律鋪171号をもって「昭和34年

7月及び8月の水害または同年8月および9月の風水害

を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措臘

法」が施行され，昭和34年7～9月発生の公共土木施

設災害復旧事業について，国庫負担率引上げの措撒がと

られることとなった。これを通常の場合と比較すると次

表のと鮪りである。

在定聯莱淡の区分 ｜澱誉|驚常：－

１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

標準税収入の1/2までの額について

〃1/2をこえ「棋準税収入」
までの額について

珈
一
狐

2/3

〃 1/2をこえ2倍までの額
について 3/4

ニ

シをこえる額について〃 10/10

の2倍をこえる額につい’’4/4
〃

て

注この割合を乗じて得る額を査定総事業費で除して得た割
合が国庫負担率となる。ただし，特例法は7～9月災の
承についての査定額，通常の場合は年間を通じた査定額
によるすのである。

なお，この適用をうける地域は政令により定められ，

次式の要件を満たす市町村の区域が，農林，建設，運輸

各大臣の告示によって定められた。

○7～9月災の市町村工事査定額（国の直轄市町村負

担工事を含む）

＋7～9月災の県工ﾘ!f(含直幡）のうち当該市町村内

にあるものの査定総額

＞当該市町村34年度擬準税収入額十県34年度標準税

収入額
､

税
税
単
池
標
標
度
度
年
年一鈍
誕

村
村
町
町

市

Ｉ甫
全
該
内
当
県
× 収入額

収入額 令

曽○湛水排除地域の存する市町村の区域（治山施設は関

係がない｡）

（ロ）予算措置

治山施設の被害総額は4侭1,500万門であり，これに

対する査定総額は2"8,400万円となった。このうち昭

和34年度における緊急復旧r算としては，おおむね総

額の25％に相当する聯業について復旧するよう一般会

計予備徴から7,354千門，補正予算から22,571千門，

補正予備磯から20,330千門，計50,255千門が支出さ

れた。なお，34年災害が異常な大災害であったことに鑑

象その復旧に当っても，初年度の進度を35％程度実質

的に引きあげるべく，別に5,000千円の国庫侭務負担行

為を行ない得る措置がとられた。また34年度事業に対

する国庫負担金の交付は，他省所管嚇業の股終的査定額

の決定が行なわれた後でないと負担率が判明しないの
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で，一部特例法の適用を受けることが確実な県を除き，

2/3の概算交付を行ない，差額は35年度予算をもって

交付することとし，もっぱら事業の伸びを図った。

各都遊府県別の34年度予算の陥分は第3表のとおり

であぉ。

（ハ）小災害に対する起侭の特例

治山施設の災害は，公共土木負担法により1ケ所の工

事没が15万円以上のものが国庫負担の対象となるので

あるが，この限度額に満たない小額災害ば通常管理主体

の経盤（府県単独費）により復旧が行なわれていた。34

年災害ほこれら小災害（10万円以k15万円未祁，につ

いても復旧に要する経費につき起償を熟とめ，この元利

悩遼に当ってば元利補給金を交付して実質的に2/3を岡

が補助するような措置がいわゆる起悩特例法として（昭

和34年12月4日法律第175号）公布された。

（2）災害荒廃地復旧事業

（イ）予算措置

当初留保予算工事費5億4,100万門をもって，当年緊

急復旧を要する災害に対処したが，7号，伊勢湾両台風

の激甚な被害対麓はこの予算額なもってしては賄い切れ

ず71t8,000万円（工事饗11"2,700万円）の補正予

算が計上され，査定総額の約18％を34年度内に復旧

することができた。第4表は都道府県別の災害に対する

予算措侭等を示したものである(編築の都合により省略）

（減）特殊緊急治山

災害荒廃地復旧についても，莫大な復旧琳業をかかえ

た府県に対する何等かの財政援助は当然必要とされると

ころであり，特に各種公共施設災害復旧事業や鍵地，林

道等の復旧が特例法の施行によってI笥率の国庫負担が行

なわれた馴実との関連もあって，当初は国庫負担法の特

例の中に含め，28年災害と同様に当年復旧分のみについ

て9鮒補助を行なおうとする案も険討されていたが，こ

のような大災害に当り初年度に復旧しうるものにばおの

ずから制約があり，むしろ災害の全鐘について何年間か

をかけて計画的に復旧の行なわれる措畷が強く望まれ次

のような措置がとられることとなった。

○被害激甚でかつ財政貧窮の府県を指定する。この場合

は指定府県の査定額合計は全爾査定額のおおむね60％

を限度とする。

○指定府県における事業の採択は別途査定基準を設けこ

れに該当する復旧事業鎧を特殊緊急治山事業とする。

○特殊緊急治山事業臆初年度を昭和34年度とし，おお

むね7年間で完了するよう予算措慨をする。

○この到喋に対する国の舗助率紘，通常と変りなく2/3

とするが，地方負担分糎ついてば平均8割程度の起債

を認めその臘還に当っては,毎年の元利彼還金の57％

を当該府県の基準財政需要額に算入す為ことにより，

普通交付税の対象とし実質的に国は約82％を補助し

たと同じこととなる。

○この措|職は，建設省所管の砂防覗業と一体として考慮

されたものである。

府県の指定基準は次のとおりである。

○緊急治山，緊急砂防事業費の合計額が4億円をこえ，

かつその府県の標準税収入額が100億円に満たない府

県。

○騨準税収入が100億円をこえる府県についても，当該

府県の緊急治山,緊急砂防事業徴の合計額が標瀧税収

の1;IIIをこえる場合は指定でき為。

この韮準によって山梨県ほか10府県が指定された。

しかしながら特殊緊急治山事業は総額獅業幾57億余円

で，これをもってこれらの府県の34年発生災害荒廃地

を全部復旧し得るもので職なく，この事業の採択整潅が，

｢明確な保金対象を保護するために行なう差当っての事

業」という事を条件としていることからしても，さらに

一般治山事業と相関連せしめて効率的な復旧を図らなけ

ればならないことはいうまでもない。

3．国土保全恒久対策

災害防除のための恒久対策として，治山治水の抜本的

施購は大災害の発生の都度強く望まれているところであ

りながら，例を昭和28年災害にとってみても「治山治

水潅本対策要綱」に基づく10ケ年計画も時の財政事情

に左右されて，昭和29～33の5ケ年間の進度は治水事

業で15％（1,752億円/11,691億円）民布林治山事業で

は14.6％（308惚円/2,113憶円）という誠に淋しい実績

しか示し得ず，計画半ばにして次の長期計画に乗りかわ

るという状態であり，昭和31～35年度の経済5ケ年計

画，昭和33年度を初年度とする新長期経画は，いずれ

も財政的裏付けを欠いたため，実績は計画のようやく半

ばに達する程度でしかなかった．昭和33年の狩疑川台

風は局地的ながら甚大な被害をもたらし，これが端繕と

なって，昭和33年12月31日の予算閣議朧，治山治水

の長期計画紫定について「昭和34年度を検討の年とし

て35年度から適確な実施を図る」ことを閣議了解し，

翌34年4月17日には治山治水対策閣僚懇談会の設置

が水決りとなった。続いて5月には，関係各省の連絡協

議会が企画庁のあっせんで設けられ，数次の協議会を行

なうと共に，各省においても慎重な検討を重ねた。た蓑

た童7号，伊勢湾両台風による大災害はこの長期計画の

必要性を決定づけるものとし，幾多の折戯群織を経てよ

うやく昭和35年1月13日，昭和35年度予算案とと

－13－



若江：昭和34年台風被害白書

もに次のように長期計画の投資規模を定めたのである。

治水事業5ケ年4,000億円,10ケ年9,200億円

（ただし災害関連，県単事業を含む）

"ll側錐〃550","1,300"

（ただし民有林治山事業）

国有林治山事業については別段の決定はなされなかっ

たが，昭和35年度の治山事業費，34億を基準として，

5ケ年170憶円，10ケ年360億門の到喋規模で，治水並

びに民有林治山事業に即応した進捗を確保できる見通し

である。

以上の長期計画によると民有林治山聯業の伸び率は，

初年度（35年度）87億円から，前期5ヶ年で11.8％，

10ケ年通騨でば8.7％となっている。

この10ケ年計画の目標ば昭和34年度末に論ける民有

林荒廃地319,000haと年を発生する新生荒廃地平均4,200

11aを対象として5ケ年間にその約3割な，10ヶ年間に約

7割を復旧また稔防止し，保安林整備事業並びに防災林

造成事業の実施とあわせ，昭和44年度末には山地の状

態を昭和初期の比較的安定した状態（荒廃地面積90,000

ha新生荒廃地年平均2,000ha)に復元せんとするもので

ある。

これが実施方式についてば国有林野事業特別会計のな

かに，民有林治山事業を対象として「治山勘定」を設け

国の投溌の実態を明らかにすることとなった。

さらに，この計画を緊急かつ計画的に実行して，国士

の保全と開発，経済基盤の強化，国民経済の安定を図る

目的から，昭和35年3月31日法律第21号をもって

｢治山治水緊急措箇法」が公布された。すなわち明治44

年第一期治水事業創設以来満50年目の記念すべき年に，

多年にわたって強く要望されてきた長期対籏が法律の裏

付けによって確立されるにいたったことはまことに意義

深いといえよう。

かく.して，法の示すところに従い，本年7月を目途と

してこの10ケ年計画を閣議決定に持ら込むべく，各流

域別治山斗喋計画が策定せられつつあるが，特にこの法

の強調する治山治水計画の一貫陸利水計画との総合性

を発椰すべく関係各省と密接な連けいの下に静々と準備

の進められている事を記して，昭和34年発生治山関係

災害に関する報告の筆を措く。

《
）

へ～凸乏一_一_＝ー全身 一

のにした。毎年若葉の匂で山へ帰りたくなって困ると彼

はいうが，この本をもって会館をおとずれた彼の胸中は

数十万人の林業関係者に得がたいお土産をかかえて吾が

家へ帰ってきたような，ぽつとした気持だったに違いな

いo

この本ほ面白く判りやすいので誰れでも独修できるし

諸君が批判し再考するには手頃の本である。そして技術

者や広く多くの人灸が容易にタッチできま経済学や林学

の学校でも童だ教えられていないこの未知の林業分野は

再び彼のように長期間の埋もれたラッセルの苦労なしに

全貌を知ることができ整備もできるようになった。

林業の発展のために諸君を代表してこの一技術者が長

期間，諸君に何を知らせようとして苦労したのかを考え

その知識をわかち得て新しい林業の発展に役立たせるこ

とのできる日の一日も早いことを熱望して泓の紹介とし
たい。

（松川恭佐）

林業金融入門

林野庁農林技官山崎誠夫著

定価350円〒40IriB6版340頁

地球出版株式会社(東京都港区赤坂一ツ木町31)発行

●

《
》

初夏の日ざしの強い会館に「高知で経営案をやってた

111崎の息子です」と見おぼえのある技術官が本をもって

きてくれた。旭川営林局で経営案をやっていた彼に「親

父のような山官になれよ」とはげまして別れてから10年

が軽くすぎている。

その瀞年が「林業経営や技術の画期的な向上のために

は，まずもって資金の調達が先決問題である」と，林業

関係者が多年熱望しながら果せなかった未開妬の林業金

融の分野にとびこ承，林野庁の金融担当官として雪山の

ラッセルのように5年がかりでとうとう普及入門番をも

－14－



問題として不可能に近い。そこ

で，ここでは林野庁に被害報告の

あったものだけをとりあげること

とするが，それによると，34年発

生の災害（暦年により34年1～

12月発生の災害を34年災害とし

て取扱う｡）は第1表のとおりで

ある。

すなオブら，昨年の災害は，2月

昭和34年台風被害白書一林道一
ー

’

｜ 浅川林 一
一
一

下旬に発生した地すべり災害に始まり，8月13～14日

まえがきの7号台風および9月26～28日の15号台風（伊勢湾

昨34年発生の災害は，近年稀に見る妹どの大規棋な台風）を頂点として，11月12～13日の降雨災害をもつ

ものであった。なかでも8月14日の7号台風と9月26て終っているが，これによっても明かなように，昨年の

日の伊勢湾台風（15号台風）による災害健，とくに被害災害は融雪期から晩秋にかけてほとんど毎月のように発

激甚をきわめ，各方面に目を糧わしめるほどの惨害を与生している。

えている。この間林道のうけた被害も甚大で，民有林灸 原因別に見ると，地すべり災害2回，豪雨差たは降雨

道については，戦後股大の災嘗といわれる28年災害災害（台風に伴う豪雨災害を除く）6回，台風災害5回

“和28年発生災害）に匹敵するほどの莫大な被害をとなっており，融雪災害は融雪期に連続的に発生するた

うけている。め回数不明となっている。したがって，災害発生の頻度

このため，災害復旧に対しては，各種の措慨が誰じらから見ると，豪雨災害が’位を占めているが，豪雨災害
れて，その善後措置に逝憾なきを期しているが，34年発は大体において局地的なものであるためその被害ほ比較
生の林道災害はその被害の程度においてまさに記録的な的軽微であり，被害額の合計においては後述するように

ものであり，その復旧対策も画期的なものであると考え台風災害が圧倒的である。なかでも昨年の台風災害でと
られるので，ここにその概要を述べて参考に供したいと くに猛威をふるったのは7号台風及び伊勢湾台風で，被

思う。害の程度も高く，被害の範囲もきわめて広汎にわたって

1．災害の発生状況いる。

災害の原因およびその発生状況ばきわめて複雑で，被7．号台風は，8月12日硫黄島の東南約400kmの海上

害の軽微なものまで一点その実態を把握することは実際に発生し，毎時40～55kmの速度で本土に接近して14日

第1表

垂

｜鼈鱈”災害原因
被 害 域地

災害名

｜民有林国 有 林一

2月災害

融雪災害

3月災害

4月災害

6月災害

7月上旬災害

7月中旬災害

6号台風

7号台風

8月災害

14号台風

15号台風

16号台風

11月災害

地すべり

融雪出水

降雨

地すべり

蕊雨

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

降 雨

2月下旬

3～4月

3月6～7日

4月中旬

6月17～18日

7月4～6日

7月13～14日

8月9～10日

8月13～14日

8月25～26日

9月19～20日

9月26～28日

10月7日

11月12～1313

岐阜県外2

福島県外8

福岡県外1

1驍鼈叢大鳥）
i新潟県外6

1福岡県外19
1宮崎県外8
1山梨県外20

1石川県外8
1長崎県外2

奈良県外31

東京都

北海道5局，青森局，秋田局管内

長野局，名古屋局，高知局，熊本局管内

青森局，秋田局，前橋局，旭川局管内

長野局，名古屋局，大阪局，熊本局管内

東京局，名古屋局，大阪局，高知局，熊本局管内
前橘局，東京局，長野局，名古屋局，大阪局管内

大阪局，高知局，熊本局管内

帯広局，札幌局，函館局，青森局，前橋局，東京
局，長野局，秋田局，名古屋局，大阪局，高知局
管内

岩手県外2

筆者・林野庁計画課長
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浅川：昭和34年台風被害白書

の早朝駿河湾から富士川河口に上陸し，その後富士川沿

いに北進して山梨県の甲府市西方，長野県の上田市およ

び川中島をつらねる線を毎時60kmの速度で通過し,14

日の10時頃新潟県の直江津市付近から日本海にぬけた

ものである。上陸当時の台風の強度は，中心示度965

mb,中心付近の最大風速45m,半径110km以内では

風速25m以上の降雨をともなう暴風となっていたので

あるが，この台風による蒙雨と，台風の上陸する以前か

ら関東以西の地方にしゅう雨性の降雨をもたらしていた

前線による豪雨とが重なり合って，近繊から北陸，中

部，関東にかけて広範囲の地域に大雨をもたらすことと

なり，その雨量は111間部で500～800mm,平地でも200

~500mmを記録してい為。

このような鶏風雨によって，各河川は氾溌し，堤防，

道蹄，橋梁等の欠鵬流失をはじめ，家屋，耕地の流失，

樹木の倒折等のおびただしい被啓を生ずるに至ったので

あるが，その被害区域も近鵡北|鵬.中部，関東の各地

方に及び，林逝の被響も，国有林については東京，長野

両局管内を初め前橋，名古屋，大阪の5局管内に，民有

林については山梨，長野両県を筆頭として合計21都府

県に発生している。

伊勢湾台風（15号台風）は，9月21日頃マリアナ群

島東方の洋上に発生し，中心気圧985mb,中心付近の

最大風速75m,半径300～400km以内は25m以上の

暴風雨をともなう超大型台風に発達し，その強大な勢力

を淵醗しながら毎時20～35kmの速度で北_上を続け,26

日午後6時頃潮岬付近に上陸したものである。上陸当時

の中心気圧は929.5mbで，室戸台風，枕崎台風に次ぐ．

大型台風である。この台風はその後半径300km以内に

おいては秒速30mという暴風を伴いながら奈良と和歌

山の県境，岐阜県の白河付近，常山市東方をつらねる線

を毎時70kmの速度で通過して，新潟県の禰田と系魚

川の中間付近から日本海に抜けたのであるが降雨趾も平

均350～600mmを記録している。

このため37都道府県にわたって家屋の流失破損,､耕

地の埋没流失，道路および鉄道の流失欠かい，樹木の倒

折，木材の流失等による甚大な被害をうけることとなっ

たのであるが，なかでも伊勢湾地方一帯は高潮による被

害が激甚をきわめたため，その人的被害も死者数1,000

名，負傷者3万名を数えるに至っている。

林道の被害もすこぶる広範囲にわたり，国有林につい

ては，旭川，北見，熊木の3営林局僻内を除く，，営林

局管内に，民有林についてば奈良県をはじめ合計32都

道府県に発生している。

2．被害額と復旧額

34年発生災害による被害額および復旧額を災害別，国

有林，民有林別に示せば第2表のとおりである。

すなわち’34年発生災害の被害額は，国有林1,417,

857千円，民有林5,980,275千門，合計7,398,132千

円であり，復旧額は，国有林1,455,912千門，民有林

4,009,237千円，合計5,465,149千門である。民有林

食道の被害額と復旧額との間に相当薯しい差異のあるの

は，民有林を道の復旧額が被害箇所のうち国庫袖助の対

象となる1箇所の工事磯10万円以上の被害箇所の復旧

▲

ー

第 2表 (単位1,000R)

国宥林，々道 民有林煮

被害額復

道 計
災害名

被害額｜復旧額
へ
q

‐戸

ll1額被害額復旧額

２
１
４
７
４
０
８
６
１
３
４
８
２
７
７

町
、
氾
調
錨
飯
均
甥
ね
鍵
弱
銅
虹
娼
調

，
Ｊ

，
，
，
，
，
，
夕
ｐ

①
守
り

１
６
８
妬
〃
如
鍾
ｍ
４
１
２
⑲

２
３

１

１
１

５
０

ｙ

，

ア

ー
Ｌ

２
４
－

2，493

41，716

4，796

287

16，110

56，286

257，783

81,171

2，872，873

246，522

4，296

2，891，錘1

912

3，159

5,980,275

2月災害

融雪災害

3月災害

4月災濟

6月災害

7月上旬災害

7月中旬災害

6号台風

7号台風

8月災害

14号台風

15号台風

16号台風

11月災害

合計

2，498

118,654

4，796

287

27,806

109,806

“0，105

186,507

2,917,713

246，522

17,057

3,482,815

912

3，157

7，398，182

1，572

128，098

784

287

15，229

81,187

191,483

95，198

1,714,623

110,843

17,115

8,105,416

912

2，457

5，465，149

－

76，938

一

lbl,997

11,775

54，817

74，235

54，697

571,902

12，761

573，728

1,455,912

11，696

58，520

72，372

55，336

544,840

12，7‘61・

5900894

1,417,857 ’
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浅川：昭和34年台風被害白譜

額だけを計上していることと，被害額が災害発生直後の
調査であるために，必ずしも正確を期しえなかったこと

に基因するものである。

災害別に見ると，被害額および復旧額の股も大きいの

は15号台風であり，これに次ぐのが7号台風で，この

両災害を合せると，被害額では34年発生災害の80％，

復旧額では88％となり，断然他の災害を圧している。

また，34年発生災害の被害額及び復旧額を，過去の災害

のそれと対比すれば第3表のとおりで，被害額では28年

発生災害におよばないが，復旧額では28年災害を相当

-上廻っており，平年の災害に比べると，被害額も復旧額

も，ともに数倍ないし10数倍に達している。これをも

ってゑても，34年災害がいかに深刻であったかを知るこ

とができるが，前述のように被害額は必ずしも正確なも

のではなく，被害の程渡はむしろ現地査定の結果による

復旧額をもって比較する方が適当であること等を思い合

せると，林道については，34年災害は近年股大の災害で

あったといわれる28年災害を凌ぐほどのものであった

ということができる。

第3表 (単位1,000R)
毒 国有林を道 民有林〃道’計

被害額｜復旧額綾害額｜復'日額｜被害額｜復旧額
発生年

和

″
〃
″
″
〃
〃

昭 羽
”
”
鍾
鉋
銅
誕

979,856

911，687

756,545

”7，012

822,277

997，665

1,417,857

534，400

735,920

394，060

252，600

288，118

564,250

1，455，912

7，531，118

2,027,751

674,477

747,195

753,050

2,219,566

5,980,275

4,263,489

1，169，845

279，284

332,522

480，834

1，156，175

4,121,715

8,510,969

2，939，438

1,431,022

1，0“,207

1,075,327

3，217，231

7,398,132

4,797,839

1,905,765

673，344

585，122

768，452

1,720,425

5,577,627

’
’

に備考」民有林食道の復旧額には災害関連工事蜜を含む。

な詰，34年発生災害の災害別復旧額を，国有林灸道に

ついては営林局別に，民有林☆道については都道府県別
に示すと第4．5表のとおりである。

第4表国有林を道災害の災害別，営林局別復旧額調 (単位1,000門）

曾基:へ雪
旭川

北見

帯広

札幌

函館

青森

秋田

前橋

東京

長野

名古屋

大阪

高知

熊本

合計

‘垂

’ｌ
ｉ

悪電12号箇風|'詰風|"糊1…。’1
7月上旬
災害

15，565

融雪災害6月災害 計

866

5，194

17,213

36，866

12,278

18，333

11,247

16，431

5，194

25，573

64，829

13,411
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浅川：昭和34年台風被害白菩

で，必要媛小限度のものについてはぜひとも改

良復旧を実施しうるようにする必要がある。

そこで，大職当局と折術の結果,･次のように

採択基準を改め，今後は橘梁を中心に相当大巾

に改良復lllな実施することとしたのである。

A.災密復旧工獅

（1）木造橘が被災した勘合，従来は国庫補助

による災害復旧経歴が過去10ヶ年に3個

以上あるものに限り，コソクリー1､筆の永

久柵造に改良して復旧することが認められ

ていたにすぎなかったのであるが，今後は

第5表
民有林灸道災害の災害別，都道府県別復旧額調蝉位1,000門）

|霊塞|腱”
2月災
害～6
月災害

’5301

7号台風15号台風

此溌1，92

1,496北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城’
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山ﾛ
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎

蕊鳶
宮崎
鹿児島

合計
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ていたにすぎなかったのであるが，今後は

これを国庫補助による災害復旧経歴が過去

10ヶ年に2回以上あるものは永久椛造の橋

梁に改良復旧をなしうることとしたほか，

次のいずれかに該当するものは災害復旧経

歴がないものでも,原形復旧が困難叉は不

適当な場合には下部樅造を永久椴造に改良

して復旧することができることとし，後述

の災害関連工事で上部榔造を永久榊造とす
ることができるようにしたことと相まって

完全な改良復旧をなしうるようにしたこ

と。

i)利用区域の面積100町歩以上，蓄積

400㎡以上の自動車道に架設された長さ

6xn以上の橋梁

ii)河川管理者の立場から木造橘として復

旧することが不適当であると認められる

もの

(2)土羽または空石蕨が被災した場合，従来
はそれが水価部になった場合に限り，練石

積に改良して復旧することが認められてい

たにすぎないが，今後は水価部であると否
とにかかわらず，必要に応じて練石職に改

《
）

４
３

819

6,6,61
419

今

～

｜，
3，454

32，198 ,142,721

良して復旧しうるようにしたこと。

（3）蹄体が被災した場合，従来はこれをかさ上げして

復旧することは認められなかったのであるが，今後

は，河床が上弊した場合に嘘，路体をかさ上げして

復旧することができるようにしたこと。

B.災害関連蕊業

（災害復旧事業を行なう場合に，災害復旧副喋だけで

は十分な効果が期待できないためこれと合併して行な

う必要のある.燕を災害関連堺業という｡）

（1）木造橘が被災した場合，従来嫁国庫補助による災

害復旧経歴が過去10ヶ年に2回以上あるものに限

り，永久榊造によあ場合と木造による場合との工事

183-.

3．災害復旧の方針

災害復旧の方法には，原形復旧（被災前の原形を再現

する復旧）と改良復旧（被災前の原形以上の強度ないし

耐久力を有する工種織造に改良する復旧）とがあるが，

従来民有林食道の災害復旧は原則として原形復旧主義を

とり，ごく一部の例外に属するもののほかは改良復旧を

認められなかったのである。

このことは，国費の濫蛮を防ぐためのやむをえざる措

置であったといえ，過去の災害の発生状況，とくに34

年災害の状況等から見て，いたずらに原形復旧主義に固

執することは，再度災害を防止する上から好ましいこと

ではなく，かえって国斐の浪費に満わるおそれもあるの

ノ



浅川：昭和34年台風被害白書

磯の差額を災害関連事業で採択して改良復旧するこ

とが認められていたのであるが，今後は国庫補助に

よる災害復旧経歴が過去10ヶ年に1回以上あるも

のについてこれを採択しうることとしたぼか，前述

の災害復旧で下部職造だけを永久榊造として復旧す

ることが認められたことに伴って，その上部柵造を

も永久椛造に改良しようとする場合に，木造との工

勤職の差額を災害関連で採択しうることとして，主

要な橋梁ほ災害復旧事業と災害関連事業とを合せて

上下部とも永久溝造のものに改良しうるようにした

こと。

②災害復旧で河床の上昇に伴う路体のかさ上げ（被

災部分の）を認めたことに伴って，これに隣接する

部分のかさ上げを災害関連事業で実施しうるように

したこと。

（8）被災前の位置に復旧することが可能な場合，従来

は原位慨に復旧するよりも工事費が安くなる場合の

臆か路線位置の変更は認められなかった．のである

が，原位置に復旧する場合との工事費の差額を災害

関連で採択して，より好菫しい位置に路線を変更し

うるようにしたこと。

以上の改正により，今後の災害については相当に改良

復旧主義をとりいれた復旧ないし関連工事を実施しうる

こととなったのであるが，34年発生災害の復旧に適用さ

れるのは，災害復旧事業漣おいても，災害関連率業にお

いても，橘梁関係の承であり，その他嫁35年以降に発

生する災害に適用されることになっている。しかし，木

造橘梁の永久幟造への改良復旧は，災害の際木造橘がそ

れ自体被災しやすいだけでなく，それが流失して下流の

被害を増大させる重大な原因となっていることを思い合

わせると，このことはきわめて重大な意義をもっている

といえよう。寮た，35年以降の災害に適用されることと

なったその他の改良復旧も，34年発生災害力喫磯となっ

たことからすれば，必ずしも34年発生災害と無縁なも

のでばないである。

4．災害復旧に対する助成

年を発生する民有林盈道の災害復旧事業（災害関連謝

業を含む）に対しては，従来から国庫補助を行なってこ

れを促進する措隠が識じられている。それは被災者また

朧被災団体の自力だけではとうてい十分な災害復旧を期

待しえないからでもあり，また災害ほ，国民経済上から

も，民生安定上からも早急にこれを復旧する必要がある

からでもあるが，34年7～9月発生の災害は，とくにそ

の被害が激甚であったことにかんが承，従来の災害復旧

葺喋および災害関連事業に対する助成措置を強化して，

次のような助成を行なうこととしたのである。

A.災害復旧事業に対する助成，

従来民有林林道の災害復旧事業に対する国の助成は

「農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関

する法律」に基づいて，

イ．奥地幹線林道に係るもの－当該災害復旧事業の

事業喪の6.5/10

口．その他の林道に係るもの－当該災害復旧事業の

事業費の5/10

となって鐺り，さらに被害の甚大な地域については，災

害復旧事業費のうち一定の額を越える部分について，次

のように補助率を高めて補助金を交付することになって

いる。

イ．奥地幹線林道に係るもの－市町村ごと計算し

て，林道の災害復旧聯業幾の総額を被害林道の総延

長(m)で除した額が1,000円をこえる場合，その

こえる部分については9/10,1,200円をこえる場

合，そのこえる部分については10/10

ロ．その他の林道に係るもの－市町村毎に計算し

て，林道の災害復旧事業蟹を被害林道の総延長(m)

で除した額が1,000円をこえる場合，そのこえる部

分については7.5/10,1,200円をこえる場合，そ

のこえる部分については8.5/10

このように，被害の甚大な地域に対して，とくに高率

の補助をおこなうゆえんは，被害の程度が高まるほど被

災者の負担が増大するからであるが，34年災害のような

大災害になると,被災者の負担が異常にかさむため,この

程度の助成ではなお災害の復旧ははなはだ困難である。

そこで，昨年の臨時国会で特別立法を行ない，「昭和

34年7月及び8月の水需または同年8月および9月の風

水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に対する

特別措置法」を制定して34年7～9月発生の災害に限

り，とくに強力な助成を行なうこととなったのである。

この法律によると‘市町村ごとに計算して，7月および

8月の水害または8月および9月の風水害（7～9月災

という）をうけた林道の災害復旧事業費の総額が，当該

災害復旧事業にかかる林道のその市町村の区域内におけ

る総延長(m)を400円胆乗じて得た額をこえる市町村

については，奥地絆線林逆であると否とにかかわらず，

7～9月災の復旧事業饗に対しその9/10を補助するこ

とになっている。

このように，強力な助成措臓が識じられたのほ28年

災害以来のことであり，その結果34年災害全体の災害

復旧事業に対する平均補助率は実に8割6分強となるの

で，この助成措置によって34年災害の復旧は大いに促

王
塞

‐

E

垂
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浅川：昭和34年台風被害白書

関する法律｣が制定され，地方償をもって小災害の復旧

事業費の財源とすることが認められることになったわけ

である。

この法律の規定によると，1箇所の工事識が3万円以

上10万円未満のいわゆる小災害の復旧事業饗の合計が

800万円以上の市町紬､うち，

イ．被害の甚大な市町村については，市町村が行なう

小災害復旧事業費の90/100,

唇．その他の市町村については100分の65，に相当

する額を起債によってまかなうことができることとなっ

ており，さらに当該市町村がその地方俄を彼還する場合

には，国は毎年度当該年度分の元利俄避金に相当する額

の地方債元利補給金を当該市町村に交付することになっ

ている。したがって，結果的に幟被災激甚の市町村･にお

いては9割，その他の市町村においては6割5分の補助

をうけたと同じことになるわけである。

むすぴ

34年発生災害の概要とその復旧対策の概要は大体以上

のとおりであるが，要するに，昨年の災害は稀に承る大

災害であったということができると同時に，その復旧対

策もまた今までにない強力かつ画期的なものであったと

いうことができよう。「転禍為福」ということわざがあ

るが，34年災害の大禍を転じて福となすために，画期

的な復旧対策の効果的な運用を望んでやまない次第であ

る。

進されることとなるであろう。

B.災害関連尋喋に対する助成

災害関連事業に対しては，従来

イ．奥地幹線林道に係るものについては5/10

戸．その他の林道に係るものについては4/10

の国庫補助を行なってきたのであるが，前述の特別立法

により34年7～9月災害の復旧について，その事業費

の9/10を補助されることになった市町村に対しては，

災害関連事業についても輔助率を高め，その事業費の3

分の2を補助することとなったのである。災害関連事業

に対する高率補助の特例措圃は，28年災害の際にも見ら

れなかった全く始めてのものであるが，このことば災害

関連事業の採択韮準を改めて改良復旧主義をとりいれた

ことと共にきわめて意義が深いと思う。

C.小災害の復旧に対する助成

1箇所の災害復旧噸業幾が10万円以下のいわゆる小

災害は，国庫補助の対象とならないため，従来からその

復旧事業に対し，なんらかの助成措置を要望する声が強

かったのである。たまたま33年に伊豆地方をおそった

台風災害の復旧にあたり，その復旧事業を行なう地方公

共団体に対して復旧事業磯の一部を起債によってまかな

う途が開かれ，ようやく多年の要望がかなえられたので

あるが，34年発生の小災害についても，この例にならっ

て「昭和34年7月および8月の水害またば同年8月託

よび9月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例に

一
望

スギ赤枯病の予防には

特許黄色亜酸化銅粉剤2号を／
1．薬効数年に亘る林業試験場の実地試験の結果次の如く其の薬効が認められている。

薬効はボルドー液に匹敵する。

文献林業試験場研究報告No.52.62.81.82.

前林業試験場樹病研究室長野原勇太氏著スギ赤枯病の防除

使用上の利点（1）調剤の必要がないから簡単に実施出来る。
（2水を使わないから水利を考える必要がない。
（3）使用には天候や時間を選ばない。液剤は降雨中，朝霧時等の使用は不適当
であるが，本剤はこのような時にも効果的に使用出来る。

（4）使用中途で中止しても薬剤が無駄にならない。

（5）展着性,残効性は良効で薬害の心配は全然ない。
（6）薬価はボルドー液の約2倍であるが労力は約10分の1で済む。総経盤は
約2割節減される。

3．適用病害スギ赤枯病，反当1回3～6斑。馬鈴薯，トマI､疫病，反当1回3魅。

4．使用法撒粉機によって其の儘撒布する。BHC,DDT等との混用も可。

5．価格3遜入1袋，蝿入,鏑(3遜入8袋木箱詰)2器:}運賃本社負担(但し日通配達区域内）
説明書さしあげます。

発売外林産業株式会社東京都千代田区六番町七番地
（東北共同化学工業株式会社製造）
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昭和34年台風

34年度の民有林における林産関係台風被害は，立木，

素材，製材品等の林産物211臘門，製材工場，炭がま，

木炭倉庫等の林産施設36憶円で，被害総額は247億門

という大きなものであった。

これの内訳は，室戸台風，枕崎台風に比肩する超弩級

台風として9月26夜半に来襲し，愛知，三重，岐阜の

3県を中心として〃台風史_上空前の被害〃を与えた伊勢

湾台風によるものが218億円で全体の88％を占め，次

に8月中旬に静岡，山梨，長野の各県を縦断した7号台

風によるものが27倣円で11％となっており，7月豪

雨，6号台風，奥能蕊水害によるものは，これらに比較

すればきわめて軽徴であった。

台風規模比較

－1廷｜台風

室戸台風（9．9．21日）

枕崎台風(20.9.16日）

鑑鶏瀦:鯛
伊勢湾台風(84.9.26日）

最大風速mb
(m)

912大阪48.4

925枕崎40．0

96020．0

96042．0

92945．7

’
死者，行方
不明者数
（人）

3，036

8，122

1,910

1,767

5，051

34年度

工場10億円の被害が多く，林産

施設被害のうちそれぞれ60％および28％を占め，炭が

ま1．8億円，貯木場1．1億円等がこれに次いでいる。

県別の林産関係総被害額では，愛知84億円，岐阜62

億円，長野26億円，三重23億円，奈良13億門の順
になっており，被害は青森から鹿児島に至る33都府県

にわたっている。

以下，これらのうち主要災害について，その被害状況

と，これに伴ってとられた諸対餓についてその概要を記
述することとした。

1立木被害

民有林の立木被害は20府県にわたって発生し，1,035

万石，162億円という本州としては未曾有のものであっ

た。このうち,伊勢湾台風によるものが882万石で85％
を占め，台風来襲前からの連続降雨と台風時の200mm

を越す雨量に加え風速30メートル以上の暴風によって，

超大型台風として通週也の山岳部一帯に猛暴風雨を起し

た結果,尾鷲,吉野,天竜等の有名林業地を含めた愛知，

岐阜，長野，三重等の各県にかかる立木被害を発生させ
ることとなった。

風倒木の織重別は，スギ33％，ヒノキ17％，マツ

24％，カラマツ9％，モミ，ツガ6％，その他針葉樹3

風被害（民有林）林産関係台風被害
～

腫之|≠ ”|、 績’被害別～

（林産物）

立木（石）

素材（〃）

製材品（〃）

薪炭原木（〃）

木 炭（俵）

薪（束）

しいたけほだ木（本）

きり（〃）

わさび田（坪）

竹材（束）

くる承（本）

その他

小計

’

筆者・林野庁林産課長

10,849,305

1,6'18,081

88，790

91，656

183,286

191,859

204,500

194，873

6,695

145，978

26,414

（千円）

16,160,911

4，153，130

21'4,801

38,092

53，609

10,263

48,101

68，329

8，608

39，115

123，570

27，422

21，091，871

合

林

（林産施設）

炭がま唾）

木炭簡易置場（棟）

木炭倉庫（〃）

製材工場（工場）

木材倉庫（棟）

製炭小屋（〃）

貯木場（坪）

製材機械（点）

板センイ板工場(工場）

その他

小計

産物及び林産施設合計

－21－

’数鐙金額

（千円）

11,141180,989

1,10611,025

65549，423

1,5682,180,783

27417，214

87212

53,130106,942

1,37962,240

601,000,000

22，506

3，681，334

｜“｡"…
－



森田：昭和34年台風被害白蓄

(単位：石）民有林風倒木被害状況

区分

府県、、

三重

滋賀

京都

兵庫

奈良

和歌山

徳島
石川
(奥能壁分）
島根

’
鐙被 害昼

學害彼
－

↑
Ｉ7号｜伊勢湾｜訂 伊勢湾’計号7

’ 1,191,960

158,227

46，080

666

556,779

216,641

720

62，802

184

1,187,280

156,467

82，724

666

556，779

216,641

720

4，680

1，760

13,356

4，212

45，817

223,200

90

65，556

635，2錘

766,800

1,885,223

1,648,177

729,828

2,111,101

4，212

45，817

223，200

90

65，556

555，545

385,200

974,182

1,645,646

“9，368

2,111,101

79，697

381,600

911,041

2,531

80，460

62,802

184

《
》

計Ｉ’
10,349,3051,537,927 8，811，378

融資により行なうとともに，農林中金からつなぎ資金が

森林組合へ特別融資されることとなった。

一方国有林の風倒木は長野，前橋局等7局にわたって

発生し，790万石の被害となったが，そのうち伊勢湾台

風によるものが86％であった。国有林では，木曾谷を

中心とする長野営林局管内の被害が特に甚大で，522万

石，全局被害量の66％を占めている。樹種別ほ，木曾

ヒノキ29％，サワラ24％，マツ9％，カラマツ7％，

その他31％となっており，処理計画は34年度28％，

35年度47％，36年度以降25％となっている。

民有林風倒木処理計画（単位：千石）

％，広葉樹8％の割合であり，被害の状況ば地形,林況，

樹種等によって埋没，転倒，挫振折損等各種各様であ

ったが，いずれも強風によって材そのものに著しく損傷

を受けており，奥地の利用不能林分をも含めて，その利

用価値は40％程度の低下と孝られた°

被害後，これら膨大風倒木を早急に処理することは，

森林火災，病虫害等の各種被害の防止，さらに朧資源の

利用並びに再造林による森林生産力の回復等の諸対策上

からも緊要となったので,10月21日に林野庁，府県お

よび民間の需要，供給側の関係団体で民有林風倒木処理

の促進について協議会を開催した。その結果，愛知，長

野，岐阜，三重，群馬等の主要被害県においては県，営

林局署並びに県森連，県木連県チップ連，紙パ連地区

協議会その他金融，輸送関係等の団体をもって織成する

風倒木処理対策委員会が設置され，風倒木処理の円滑化

が促進されることとなった。

これの処理状況を全国被害量の92％を占める主要8

県分についてみると，被害量の950万立木石のうち出材

計画量は，約610万素材石（うち一般材61%,パルプ

材27％，特殊材3％，その他9％）で，その年次別処

理計画は，34年度46％，35年度49％，36年度5％の

割合となっており，膨大な数量の風倒木も，ほぼ2カ年

で処理出来る見通しとなった。

これの円滑な処理をはかるためには,金融,搬出施設，

需給面等において各種の問題があったが，金融面につい

てば，森林組合を通ずる系統出荷体制が促進されたので

静岡，岐阜，長野，三重等の各県へ農中資金の貸出しが

順調に行なわれるとともに，被害林業者に対しても天災

融資法の改正によって借入限度が大巾に引上げられた。

また関連する災害林道も早急に補助金あるいは農林公庫

年度fW35年度|36年度計区分 ■

一般材

パルプ材

特殊材

その他

計

1,723

738

74

269

2斑804

3，707

1，650

146

564

6，067

1，783

831

56

281

2，951

201

81

16

14

312

ー
も

一声

駐）主要被害8県分：群馬，山梨，長野，岐阜，愛知
三重，静岡，奈良

国有林風倒木処理計画C単位：千石）

区分
被害量
処理計画

(豊総)'3“'36年度以降
1001106

21

646496

341259

8932,3881,997
189432

8540

2,23313,66611,997

営林局

青森
秋田
前橋
東京
長野
名古屋
大阪

計

206

21

1,142

608

5，223
621

75

7，896
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森田：昭和34年台風被害白議
－

は，名港管理組合によって決潰した南側海岸堤防を復旧

し，その外側に巾40mの砂丘とさらにその先端に高さ

6mの堤防を椛築し，砂丘の上層もコンクリー1,固め

とする改良計画(堤防帯工法十砂丘堤防工法)が進めら

れている。

しかし，全国一の施設を誇った同貯木場にかかる甚大

な災害が発生したことから，現在きわめて危険な状態に

おかれている全国港湾都市の貯木施設の実態と今後のあ

り方（特に港湾計画の一環としてのその位臘と防災施

設）が防災対策上からも大きな問題となり，このため全

国港湾貯水施設促進協議会が10月に組識され，関係方

面に積極的に運動を行なうこととなった。

3国有林の復旧資材供給と価格安定対策

愛知県庁内に9月30日設隠された「中部日本災害対

策本部」に呼応して，国有林でも，名吉屋営林局内に

「名古屋営林局災害対策協力本部」を設けて，伊勢湾台

風の緊急復旧に要する木材資材の迅速な供給と木材価絡

の高騰防止をはかるために各般の協力措畷がとられた。

（1）9月28日以降内地各営林局管内の公売を停止し，

各局に災害復旧用材として合計40万石の備畜を行なっ

て木材価格の安定をはかるとともに，業界の自鱗体制を

指導したので，一部を除いてば懸念されたほどの異常価

格も発生せず，名古屋市内の市売価格指数も10月上旬

111（9月平均100)，下旬103，11月102となりほぼ

災害前なゑiこ安定した。

（2）300カ所以上といわれた海岸および河川堤防決淡

ヵ所の応急締切り等に要する潮止め用杭丸太8万本のう

ち28,700本と厚板用資材400石の国有林材を5割減額

（災害直前の時価の）にて緊急払下げを行なった。

（3）災害救助法にもとずく愛知，三重，岐阜各県の罹

災者用応急仮設住宅の所要資材として，11月30日現在

で7,589戸分97,542石を国有林から5割減額(同前)で

払下げた。

（4）罹災者用小口応急補修用材として製材品および合

板の直営販売所を，地元木材組合主催のもとに10月8日

名古屋市内6カ所に開設し，引続き四日市，桑名および

津市にも開設した。これらの措置は，一部国有林材を裏

付けとして業界を指導したので，販売価格はすべて災害

前の価格でもって行なわれ，木材･価格の安定上多大の効

果をあげ，11月末をもって閉鎖された。これの利用者

は7,323人，売上げ堂は製材品4,687石，合板30,129

枚であった。

（5）名古屋市の木炭需給と価格安定のため,10月17日

青森，秋田，東京，高知，熊本の各局に合計26,800俵

の直営木炭の備蓄を指示したが，その後の情勢により必

2高潮と流木被害

伊勢湾台風は，不幸にも満潮時に来襲したので，河川

の急激な増水と相まって，沿岸一帯に予想限度をはるか

に越えた3.8m(従来の最高は28年13号台風時の2.62

m)に達する異常高潮が発生した。このため海岸，河川

の堤防は随所に決潰し，名古屋市内の53％に蕊よぶ臨

海地帯，海部郡一帯あるいは三重県桑名地方，岐阜県養

老地区等広範な地域にわたって濁流が狂奔したので，人

畜，家屋，田畑等に甚大な被害を与え，堤防の仮締切

り，排水工事には長期を要することとなった。

特に，台風時に8号，加福，名港等の水中貯木場を中

心に名古屋港周辺に貯材されていた木材約120万石（輪
り

入材78％，内地材22％）のうち約58万石は貯木場，

けい留池内に四散あるいは海上に流失した。また約37

万石が暗黒の猛台風下に，高潮に乗じて陸上涯さつ到，

うち約8万石が南区白水学区を中心とする人家の密集地

帯に侵入し，人命，家屋等に甚大な被害を与える結果と

なり，道路，校庭等に堆積したラワン材の残がいは伊勢

湾台風の惨禍を目のあたりに示した。

霊

貯木場別陸上への流材状況（単位；千石）

貯
分
い

辺
～ し

'’

木場け市街地
留池周に侵入 計
に堆積したも
たものの患、ミ

8号貯木場より

加福〃

名港〃

堀川口けい留池

当時の

在荷量

｝
325

22

10

3

０
２
５
３

７５
０
５
０

５
２

２
716

ダ

157

77

霧貯‘』2
市内陸上138

1,200

汐止め町1210

計292180!｡;：
a

･垂

このような流木被害が加わったため，名古屋市内でも

特に死傷者ならびに倒壊家屋を多く出した白水地区の被

害者は，木材業界にその責任を追求することとなり，市

街地の流木収去にも支障をきたすこととなった。しかし

10月中旬に至って県，市のあっ旋でようやく解決の目途

がつき，10月20日に被災者代表と木材業界との間で第

1回流木処理協議会がもたれ，その後数次にわたる協議

の結果，業界側から弔慰金を拠出することになって，本

問題も解決を見るに至った。

また，これら流木の集材作業ほ，主要道路の啓開等の

ため自衛隊の協力を得て進められていたが，その後名港

木材倉庫会社の手によって実施されることとなり，37万

石の流木もほぼ12月中に収去することができた。

最大の流木被害を出した8号貯木場の復旧について

－23－



森田：昭和34年台風被害白譜

これらの被災施設のうち，地方公共団体が維持管理す

るものについては，「昭和34年8月および9月の暴風雨

による堆讃土砂及び湛水の排除に関する特別措臘法」

134,（12.3日，法律第173号）によって，堆職土砂が

10,000㎡以上該当のものに対して9/10を国庫輔助する

こととなった。

その他のものについては，予算措隠によって，2,000

~10,000xfのもので，地方公共団体並びに木材協同組合

および同連合会が維持管理するものに対してば5/10,

10,000|㎡以上の木材協同組合および同連合会のものに対

しては9/10の国庫補助を行なうことになり，補助対象

となったものは，法律に基づくもの3，予算措置による

もの3施設となり,3,690万円の事業磯に対し3,253万

門が国庫補助されることとなった。

要がなくなったので，これを解除した。

（6）災害復旧のための金融については，一般製材工

場，合板工場等へは商工中金，中小公庫並びに市中銀行

より，個人の山元製材工場木炭倉庫，糠脳工場並びに

中小企業等共同組合，農協，森組とその連合会の共同利

用施設へは農林公庫よりさらに木材，薪炭，炭がま等の

林業農家災害には天災融資法による農中融資がそれぞれ

行なわれた。

4堆積土砂排除事業

伊勢湾台風によって泥土，砂礫，岩石等の流入，堆積

により被災した林業用施設（水中および陸上貯木場，木

材流送路)は三重，奈良，和歌山等の各県に発生したが，

これらの堆積土砂は，施設の災害復旧上はもちろん，こ

のためその地域の木材流通上にも直接，大きな支障をき

たすこととなった。
一
国

昭和34年度林業用施設堆積土砂排除事業

施

名 称

県営紀の川

蕊儀溺

設

|所在地｜維持管理箸

事 業
施行主体名

左のうち国庫分

千円
10,620

8,930

582

20,135

撫業量｜事業費
㎡千円

31,63311,800

26,0189,923

651

57，65122，874

I

｜
和
歌
山
県

和歌山県

新宮木協

和歌山市

新宮市

和歌山県

新宮木協

（事務鋤

（計） ’
奈良県

吉野木協連

内吉野木協

五条市

吉野町

五条市

-'一津川村12,231.05

吉野木協連12,103.m

内吉野木協.4,471.35

（事務費）

（計L28,805."|
桑名市10,278･61

（事務鋤

（計)|10,278.‘‘

4，269

4，228

1，562

802

10,361

4，005

121

4,126

3，842

3，805

781

252

8，680

3,604

108

3,712

32，527

奈
良
県

’

1
桑名貯木場，
桑名および北
浜流送路

三重県 桑名市三
重
県

毎
マ
レ

’
’’6,735."｜

｡

合計 36，861

5共同利用施設災害復旧事業

林産施設のうち木炭倉庫，製材工場および木材倉庫の
総被害額は約22億円に達したが，伊勢湾台風によるも

のがそのうち91％を占めている。

34年度林産施設災害 (単位：千円）

7月蒙雨‘号台風’7号台風奥能蓬水害｜
量|金額数量|金額数鍵|金額数量|金額｜
5370635034421，26823

1‘::::::‘罫職蟻

伊勢湾台風’計

数量’ 瞳|金額
29827，13

71812,012,33

金額|数量|金額

:鴬
27,135

2,012,336

160

2,039,681

数量

木炭倉庫（棟）

製材工場(工場）

木材倉庫（棟）

計

8

1，019
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森田：昭和34年台風被害白瞥

これらの復旧について国の補助対象となるものは，することとなった。

「農林水産施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関すこれによって,従来の1カ所の被災施設の復旧礎が10

る法律」(25.5.10日，法律第169号）によって，幾万門を越えるものの外に，政令で定める地域内の施設に

協，森組及びそれらの連合会の所有する被災施設で1力かぎり3万円以上のものも輔助の対象となり，一般の国

所の復旧費が10万円以上に相当するものとなっていた庫補助率は事業澱の5/10,特別地域内のものについて
が，今回の災害が特に甚大であり，被災施設をすゑやかは9/10となり，森林組合および同連合会の所有にかか

に復旧することにより農林業経営の安定をはかる必要かる林産関係以外の施設をも含めた共同利用施設の災害復
ら，33臨時国会において前記「暫定措圃法の特例」とし旧事業は，34年度実施分に対して870万円，35年度実
て，「昭和34年7月及び8月の水害叉は同年8月及び9施分（小災害分を除く）に対して155万円が国庫補助さ

月の風水害をうけた農林水産施設の災害復旧事業等に関れることとなった。

する特別措置法」（34．12．3日法律第169号）が成立

34年発生災害による共同利用施設災害復旧事業（34年度実施分）

’農事放送施設|共同作薬湯種苗生産施設 計庫｜製材共同施設｜木炭倉愛
補助
金額職業恩灘

棟
数
復旧
吋燦費

神奈川

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

鳥取

計 型‘
（注）復旧事業費は申請による額であって，査定事業変ではない。

34年発生災害による共同利用施設災害復旧事業地帯に広範囲に発生したが，特に冬場の木炭需要期を控
（35年度実施予定分）えて，その生産に重大な影響を及ぼすとともに，山間の

園繍糞'驫撫|蕊鶏鳴;駕零離鵜:菫鰄:悪:：

:、;議麓|蝋
静岡

三重8873，

奈良劃831，

:":IW:;::"｡II1鰯蕊撫鴛瀬扇蕊灘鱈鯰計813,879,0001,138,200

（注）1．小災害（復旧事業費3万円以上10万円未満） 当り5基以上設侭（含買取り）するものを対象としたの

は該当施設未定のため含まない。で，当該対象県の1市町村当りの全壊かま数5基以上の
2．復旧事業費は申満額であって．査定顎業盟で 市町村の全壊韮数合計の1/2,2,758埜が対象となつ
はない。・

た。

8製炭施設災害復旧事業 すなわち，34年度発生災害被災製炭施設復旧事業とし

石材と粘土によって織築された炭がまの災害ほ’きわて871万円が34年度木炭出荷調整対策捕助嚇業の残額
めて甚大なものであり，被害は28府県にわたって山間から支出されることとなった。

あ
垂
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森田：昭和34年台風被害白普

昭和34年発生災害被災製炭施設復旧事業

、 A
全壊基数

単価同上被害額

81円
1,050,00012,962

216

3,168,00014，666
87

1,540,00017,701
573

10,828,00018,897
1,196

16,128,00013,484
516

6,026,00011,678
934

14,544,00015,571
168

2,348,00018,976
772

13,372,00017,321

131

2,356,00017,984

692

13,488,00019,491
333

3,416,00010,258
490

7，73Z,00015，779
116

1,596,00013,758
140

1,654,00011,814
156

3，120，00020，000
115

1,414,00012,295

6,716平均
103,780,00015,452

B

1基当り補助額
(A×恩人0)

円
2，592

2，933

3，540

3，779

2，696

2,335

3,114

2，795

3,464

3，596

3,898

2，051

3,155

29751

2，362

4,000

2,459

平均
8，0901

C

補助対象蟹数

基
89

104

41

244

540

213

426

89

329

60

50

160

235

48

64

68

48

2，758

、
分区

|(識辨調 備考
県 (1+0.05)

千円
106

奈
歌
合県

群
神
石
福
山
長
岐
愛
三
滋
京
兵
奈
和
鳥
島
山
Ⅳ

馬
川
川
井
梨
野
阜
知
重
賀
都
庫
良
山
取
根
口
計

0.05は調整係

数である。
320

152

968

1，529

5空

1，393

261

1,197

227

205

844

779

139

159

286

124

8，711

二一
四

「林業技術」投稿規定
◎本誌には誰でも投稿できる。

◎投稿原稿は未発表のものであること。

◎投稿原稿は1回について，写真または図表を含承印刷でき上り3ページ（400字詰原稿用紙換算17枚）
以内とすること。それ以上になると掲載できないことが多い。

◎原稿は原稿用談を用い横書きとすること。

◎用語ばなるべく当用漢字を用い，新かな使いとすること。数字ほアラビヤ数字を用いること。

◎樹種名ならびに外来語はカタカナで書くこと。

◎図はケントまたはトレーシングペーパーに墨書し色は使用しないこと。（図版は縮少して印刷することが
多いから図の中の注記数字，符号等は余り小さくない方が望ましい）

◎写真は必要な最少限度にとどめ，かつ鮮明な印画に限る（なるべく手札型）

◎原稿には筆者の住所氏名および職名（または勤務先）を明記のこと。ただし随筆，感想，意見，要望等に
・関する原稿についてはペンネームもさしつかえない。その場合も棚外に住所氏名明記のこと。

◎封筒の表紙に「原稿」と朱書すること。

◎原稿は原則として返還しない。

◎原稿の取捨，削除，掲載の時期等は編集部に一任のこと。

◎掲載の原穂には簿謝を贈呈する。

《
》
，
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黄河の治水造林

(主として中流域潅概に対する防謹林）

三 枝一二抄訳

はしがき

「黄河を治めるものは中国を治める」これは中国で古

くから治民の基として来たものである。長江（揚子江）

を南北につなぐことと共に中国人の数千年来の願望でも

あった。長江の鉄橋はすでに完成し，黄河の治水もここ

数年を出でず一応の完成を見るであろう。

本輔は中国林学会編輯の「林業科学」（1959年9月発

行）第5巻に発表された「黄河中勝瀧慨系統防護林的営

造」によったもので，この筆者朱朝枢，劉景西両氏は

1957年林業科学第2巻にすでに「甘粛中部における水土

保持林（水源溜養土砂汗止榊の造成および主要造林樹
種の習性」をそれぞれ発表している。

1954年に党中央委員会が「根治黄河水害和開発茨河水

利」の宏大な計画を提案してより，黄河の中流域では水

利に先鞭をつけ農業生産に新しい事態を発生させたので

ある。

映西省では1949年に潅水可能面積353万ムー（15ム

ーが1ha)であったのが1957年には973万ムーに達し，

翌58年には2,200万ムーに茨で達している。

また甘粛省では現在の潅水可能面積2,947万ムーで総

耕地面積の45.7％まで種達し，踊赦前の二千余年にわ

たって完成された潅水面積471万ムーの約

6倍に当り，同省の有名な武山東水道の完

成は山地帯潅概のモデルケースを作り出し

たものといわれ各地ではこれに呼応して水

利を興し，その中でももつとも大きなもの

は眺河（上流の支流）の引水工率であり，

狭北省の人倉も沙漠改造に楡東水道をつく

り自然改造に挑戦している。西北の乾燥地

帯はその面貌を改めつつあり，このことは

「水利是農業的命脈」を十分に証明してい

るのである。

ここで両氏の強く主張していることは

「森林は水の一大倉庫であり，森林の保誰

を無視した水利事業はその発展はきわめて

困難なものとなり，治水は必ず治山より始

むくきで，青山あるところに清水のあることば何人も否

定することは出来ない。瀦漉に付随した防護林の造成は
一刻もゆるがせに出来ない〃興利除害〃の事業である」

と指摘している。

1．中流域の概況

大行山以西，青蔵（齋海，チベット）高原以東，泰繊
〃

以北，大青山以南の広大な地域でその面積は約58万km9

で，その中黄土高原は約37万km割を占めている。（こ
の黄土高原面積は我国の総面積に大体等しいのである）
（1）地形の特長

この地区の地形は2．3の盆地を除いては大体1,000

~2,000m以上の山地および高原で，大別すれば石質山

地，黄土高原，黄土丘陵および沖積平原の4種の地貌形

態をしており，その中黄土高原と丘陵が最大の面積を占
め総面積の76％に当り，黄土丘陵だけで60％を占めて

いる。局部的の地形条件は複雑をきわめ土砂の流出が特
にはなはだしく，このことは山地帯の潅概を行なうに全

く不利な条件であり大鐡の造林および土砂流出防止は不
可欠である。

②土壌の特長

この地区の地面を組成している物質は大部分が黄土で

あり，その特性としては組織健粗霧で，地質は均等であ
るが大孔性の榊造をもち，垂直管理は発達し，透水性は

強いが抗蝕力は弱く，渓流は侵蝕を受け易い。

（8）水文気候の特長

大陸性および海洋性の交錯地帯で内陸に入るに従っ
て，その特長は，東南より西北に向って降水量は漸減
し，蒸発量は漸増する。空中湿度も同様に湿潤より漸次
乾燥に変り，温度も寒より寒冷に変る。

特に指摘されていることは蒸発量が降水量より1～8

倍も大きく，西安では降水量578.4mmに対し蒸発量は
1,420.0mmを示し，銀川のごとぎは降水量僅かに182.7
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三枝抄訳：黄河の治水造林

mmに対し蒸発鐙は1,432.8mmである。これば西北地

区の乾燥する主な原因の一つである。

黄土高原では夏，秋の二季が降水量特に多く，かつ豪

雨が多く，このために河川の流量は不定で夏秋には洪水

が起るが，冬春の二季ほ雨も少なく渇水期となる。土壌

は侵蝕を受け易くなり下流の河床は不断に高まり，はん

らんを起し下流の人々 の生命財産に甚大なきよういを与
えている。

2．防護林の主要意義

上述の概況によって治水と同時に大いに治山造林を行

ない,水源の澗擬,土砂流出防止に努力する必要があり，

防謹林には次の主要な意薙の存在することが挙げられて
いる。

1．森林は瀧慨水路を固定し，降雨時には水路土面に

与える打鍛を緩和し併せて水路上方に発生する野渓を防

止し，特に山地での水路の崩壊を防ぐ6

2．森林は水路を覆い水面蒸発を減少し，かつ両側の

余剰水分を貯水して遂次水路に排水する。

3．森林は風速を弱め水路両側の耕地保護作用をす
る。

4．水路に沿った造林は土地を十分に利用したことに

なり，木材を生産して民用材を解決し，現地の水路橋梁
材等の用材を供給する。

5．森林は環境を美化し，気候を調和し，水路の寿命
を延長するの象ならず物質的な韮礎が確立されることに
なる。

6．森林は泥土の堆獄を阻止し，堤防を保護，貯水池
溜池の使用年限を淵加さす。

3．地形による分類およびその営林措置

黄河中流域の地貌およ･ぴ自然条件の特長によって次の
四つの系統に分けている。

①山地地区瀧漉系統
②丘陵地区〃

③高原地区〃

④平原地区〃

1．山地地区

山地は石質か半石質および黄土の薄層が山地を覆い，

緬友高は比較的高く，一般には1,500m以上で最高は
4,160mを示し山勢は雄大で，気候は寒冷にして湿潤で
ある。

粉，淵，桃等の各大河川の発源地であり，山間の河流

で水鐙幾富である。現在すでに多数の中，小型の貯水池
が作られており，貯水によって洪水を防ぎ，潅概，発電
および精米用の水車用水として用いられている。

この地区では小型貯水池の多くば上流の峡口に作られ

農地も少なく，傾溌蝿の土壌は割合に薄く，貯水の最高

水位以上は全面的に造林を行なうことにしており，土砂

流出防止のために水平溝，水平段等の整地をすることに
している。

中型貯水池の受水面積比較的大きなものは綜合的な土

砂流出防止施工の外に早急に護岸林を造成し，断崖部は
波浪の価繋をやわらげ，すでに河中に土砂の堆積が見ら
れるものはヨシ類を植えて護岸を行なうことになってい
る。

2．黄土丘陵地区

とれはきわめて大きな面積で主な特長は起伏した陵線
と耐とがさくそうし，沸谷は縦横に発達しており，気候

は乾燥して雨は少なくかつ雨季は7，8，9の三ケ月に集
中しその上土壌は粗嫌で植生は悪く，耕地も粗放であり
土砂の流出もはなはだしいのである。

解放以来当地の人とは政府の指導の下に綜合的な土砂
流出防止作業に努力し，耕作の改良，階段畑の改修，貯
水による漉厩，植林，植草を行なって副業の発展を計り
成果を挙げているといわれている。

甘粛省武山県では1958年より東梁水道を地形の複雑
な荒山地帯に作り猫漉網を完成させている。これはすな

わち「河は貯水池に，貯水池は水路に，水路は溜池に，
溜池は溝に，溝は畑を囲む」このようにして土地の隅ま
で送水出来るような工事が行なわれている。またこの省
では全長1,500kmの「引挑工程」眺河の水を引く工
酬:）を完成していると報告されている。

水利建設を行なうと同時に水路の安全および経済的な

用水のため傾斜地の土砂流出防止および水路の防護林造
成が重視されている。

丘陵地区の水路，溜池，貯水池における防護林の造成
は次のようなものが行なわれている。

（1）幹線水路防護林

この地区には比較的大規模なものが多く，山谷をめぐ
って水を引くので水路は長くなり，集水面積も漸次増加
し，水路上方の荒廃斜面に渓流が発生するので水路の安
全に重大な支障となる。それ故に上方の荒廃斜面上には

必らず土砂流出防止の施工および水路防護林の造成が必
要である。

《）水路が荒廃斜面を通過するときはその水路の上，
下両側に全面的に造林する。

㈲水路が耕地の斜面を通過するときは水路上部の耕
地に土砂流出防止の施工をする外水路の両側に一定の巾
の防謹林を造成する。

”分水繊と防謹林を相互に連絡させる場合は一層有
効な防謹作用をする。

ここでは防溌林の造林密度を示しているが，喬木では
列間を1～1.5mとし，漁木は0.5～0.75mとしてい

一口
1口

▲
吟
９
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三枝抄訳：黄河の治水造林

現在貯水池の各部分の造林方法は次のようなものが挙

げられている。

㈹貯水池岸造林

黄土丘陵渓谷地帯の貯水池の岸辺は常に断崖急斜の間

にあり，堤の滑落がはなはだしくこれらの岸の特長は四

種類の基本型に分けている。

①傾斜型②断崖を伴う脚部傾斜型③断崖型④脚

部の傾斜している断崖型，である。

これら各種の型の岸辺造林はその土地に応じて造林，

植草，播種の方法をとり入れる。

樹種としてはドロ，ヤナギ，サツキギヨリウ，酸刺，

沙擬等の耐湿，耐塩の樹種で草木，植物としては菰調生

の強い水湿乾燥に耐えるヨシ，ガマの類が挙げられてい

る。

甘粛省の定西の安家での傾斜面瀧に含有している塩分

の量は0.6％に達しているがヨシの生長はきわめて良好

である例もあるといわれている。ここで特に要望されて

いることは貯水池辺岸の低水位より高水位童での地点の

造林で洪水時期および期間，その水位，冠水時期の長短

を精査して適当の樹種および草種の撰択を行なうのであ

る。樹種としてはドロ，ヤナギ，クワ，果樹類，カラコ

リヤナギ等が挙げられている。

②山裾貯水防護林

西北の人ゐは溝の上部斜面の浅い凹地に築造される貯

水工程を山湾塘（さんわんたん）と呼び山裾貯水とでも

称すべきものである。

この地帯には間けつ的な水流があり，黄土がけづり去

られて赤土に達するときは赤土は水を透しにくいので地

下水はその接触面に順応して移動し流出する。

この水は飲用および瀧概に利用されるのである。これ

にも造林して保識することによって，その寿命を延長し

得るのである。

土砂流出のはなはだしいところまたは土壌の乾燥して

いるところでは水平溝，水平段による整地を行ない，植

生が劉合よく土壌も湿潤のところでは穴状の整地を行な

う。

造林は喬木の列間を1～1.5m,樹間を0.75～1.00m

とし，潅木は列間を0．75～1.00m,樹間を0.5～0.75m

としている。

樹種としてはドロ，ヤナギ，ニレ，アンズ，樫柳，酸

刺等を用いている。

侭）蓄水池（溜池）の防護林

渓谷の段地又は山陵の平坦部につくる。大きなものは

直径50m以上もあり人畜の飲料水用として貯水する，

地表面より大

．堅"､兼鼻詮寛鈩1齢一÷一一一

』
《

る。現在まで

に多くの研究

で知り得たこ

とはヤナギは

水に渡っても

抵抗力は強

く，樹冠が僅

かに水面より

出ているだけ

で二ケ月も活

きていること

である。

四種類の貯

水地防護林の

配置図は次の

第2図～第5

図のようなも

のである。

（ﾛ）進水口

最馬力q払
一殿]Kｲ払

疏他7K位

量の蒸発を防

ぐために蓄水

池の防識林を

造成する。

樹種は経済

価値の割合商

い果樹および

速生樹種すな

わちド戸，ヤ

ナギ等でその

配置は第1図

Q

鯖2図傾斜型貯水池護岸
造林配置図

錘

｡

の様なもので 第1図蓄水池防護林配置図

ある。

（4）貯水池の防護林

特に黄土丘陵渓谷地帯では漏水防止および河流の泥砂

減少を早急に行ない三門峡水利を有利にする。溝谷中に

はすでに多数の土堰堤が築造されており，貯蔵された水

は制馳の職概に用いられ,さらに各種の副業(養家鴨,魚）

の発展をもたらしている。貯水池の安全を保証するため

に貯水池地区の防瀧林造成に努力する様にしている。

涌水ｲ五．
撒叉'腱f茜一

低ﾌ)皇輝一

造林第3図断崖を伴う脚部傾斜型
貯水池護岸林配置図侵蝕溝中に

貯水池を築造するには常に多くの進水ロ(渓谷上部の支，

細溝）があり貯水地の泥土堆菰を防止し，溝の護岸に進

水口より上部は全部造林する。樹種としてば耐湿性，耐

塩性の割合強い，枝葉の密生した濯木すなわち樫柳，サ

－29－
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三枝抄訳：黄河の治水造林

目堤防の外側斜面造林

外側は主として雨水の打撃を受け沖刷作用が行なわ

れ，一船には比較的軽いもので植草による侵蝕防止が有

効で禾木科の根茎の分けつ性の強い蝉，コスズメノチ

ヤヒキ，披賊草鏥よび狼皮草等を用い迅速に競緬上の良

好な草生を形成させる。その配置図抵前図に示すような

ものである｡・

3・高原地区

ここでいう高原とは黄土地帯で董志,洛川,長武等の地

帯で一般に平坦であるが，そこには溝が深く切り込んで

おり,その面積もきわめて大きく海抜は割合に高く,大体
1,000m以上で，雨量もここでは未だ豊富な方で主要な

農業地帯の一つであり,土壌は多くは黒色土で水蝕,風蝕

ほともにはなはだしく,黄土の堆積もきわめて厚く,地下

水位は深く地下水の利用はほとんど不可能で現在は多く

は乾田であるために作物の増産に大きく影響している。

この地区は漉漉水源を得るに大変な困難を伴うが，農

業生産量を高めるためには乾田を水田に変えることで，

現に住民は色々 の方法を用いてこれを解決している。す

なわち溝に堤防を作り溜池を堀り，雨水を蓄積し童た遠

い山地から水を引く等の作業を行なって潅漉している。

この潅溌系統に対しては保水，防風および局部的な気

象条件の改良を目的として早急に防護林の造成が要求さ

れている。また河水を引いた潅潤はこの地帯の乾燥した

様相に最も有効な解決方法で，現在との種の潅慨工程が

大量に着工され〃引挑工程〃もこの一例で，その水路は

海抜2,250m以上のところを通り，秦嶺北面の山地にお

ける挑河の水路築造は無数の山嶺および溝谷を経て最後

に海抜1,400mの董志高原地帯に達する。ここの地勢は

広女と開けた平坦地で特に計画，設計に注意せねばなら

ぬことは支，細水路を整備し道路，林網の配合を密接に

して〃水路を林網化し，林帯は水路網化し，水路朧林蔭

化する〃支線水路は1,000～2,000m毎に一本入れ，細

水路は500～1,000m毎に一本入れることにしている。

支線水路の片側に5～7列の林帯を植栽し，細水路の

片側には3～5列の林帯を作る。林帯に対しては水路の

保護，耕地防風，木材生産およびその他の収入が要求さ
れている。

櫛唾としてはドロ，ヤナギ，イタチン､ギ，カラユリヤ

ナギ,ナシ，クワが適しており,防護林の配置は平原地
区のものと同様なものが用いられている。

4．平原地区

この地区の平原には三つの型が示されている。①河流

が大断谷をなした沖積平原，②山間平原，③河谷内平原
である。

‘

晶碍j)(If--
一鍛氷俸

荒肱1<伜

第4図断崖型貯水池護岸林配置図

一
》

純
銀
雑

葦
第5図脚部の傾斜している断崖型貯水池

護岸林配置図

ツキギヨリ

ウ，酸刺，白

茨，三シ等で

樹間距離は

30～50cm,

支，細溝の固

定には喬木，

灌木の混交方

式を用いてお

ロ

~､
民竃
一

屯

獺

第6図進水路造林配置図
り，その配置

図は次の第6図に示すようなものである。

例堤防の内側斜面造林

内側斜面ば常に波浪の衝撃を受け,破壊されるところ
は主として低水位と高水礎の間にあり，このためにここ

に造林するこ

とが必要でそ

の配置図は次

の第7図の様

なものであ

る。

催
準
拠

鞠
窄
》

第7図内斜面，外斜面
造林配置図
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三枝抄訳：黄河の治水造林

沖職平原は面積比較的大きく設大のものは関中平原で

その次ば晋南平原（臨扮盆地）および晋中平原（大原盆

地）でこの種の平原は多くは高平原と低平原から成って

鮨り，高平原は第二級以上の価値ある土地で，その組成

物質は主として古い黄土と黄土で，土壌は黒褐色土が多
く局部的にほ褐色土が現れている。低平原は第一級と第
二級の価値ある土地で土壌は沖積土で，低窪地にはすで

に塩分の沈澱現象が見られる。

本地区の地勢が平坦であり，土壊も肥沃で気象条件も
良く（西安の年降水量は578.5mmに達し年平均気温は
13｡Cで生長期は255日）潅慨事業は渭恵水路，洛東水

路等比較的発達しているがただし依然として乾田がきわ
めて多く，今後農業生産の中心任務憾高平原継瀧の発展

に努力し，低平原の洪水の害および土壌の塩蕊化を防止

すべきであると主張している。

これらの平原は西北地区の経済，文化，交通の中心で

水および土地は貴重なもので耕地の瀧慨事業を興すには

大林綱上が必要で計画，設計を行なうには三網(水路網，

路網，林網）三化録化,美化,謝上）が相結びあった最
も経済的な土地利用が要求されている。すなわち支線水
路には公路および簡易公路を配し，細水路には馬車道お
よび人道を配する様に設計される。道路の巾員は公路お

よび簡易公路で7～81n,馬車道は4～6mとしている。

水路の誰岸および水面蒸発を防止するために水路の両
側はすべて造林が必要であるが，東西に走る割合小さな

支，細水路では浸蝕現象のないものに限り水路の南側だ
け林帯を作っても良いことになっている。ただし南側林

帯はやや広めにするのである。

地上および半地上型水路の堤防内斜面および頂部に造

林することは共に不適当で，外斜面に造林し両側の土壌
の塩基化を胸上する。

地下水路型では水速が安全流速を越えて侵蝕を生ずる

時は堤防内面に造林すべく，植樹時には水辺より鐙少1
mを離して植栽する。

水路防護林の巾および樹唾の配置については，この地

区の幹線水路は一毅に巾は10～20mで両側の造林ほお

のおの7列の林帯配置を要求しており，1～5列は喬木と

し，第6列は潅木，第7列は果樹としている。

支線水路は一般涯巾は5～8rnで両側造林はおのおの

4列の林帯とし1～2列は喬木，第3列は瀧木，第4列

は果樹としている。細水路は一般に巾2～4mで両側に

造林しおのおの2列林帯で喬，瀧木各一列としている。

これらの植栽は喬木の列間は1.3m,株間は1mで，

澗木の列間は1In,株間憾0.5mで，果樹の列間は3
1np株間臓5～8mである。

果樹は最も光線を受け易い林緑の外側に植栽し，主と
して南向，西南および西向とし，光線の割合弱い林緑に
はクワを植栽する。

樹種はドロ，ヤナギ，果樹を主とし，クワ鮪よび副業

用の編物材料としてカヲコリヤナギ，サツキギョリュ

ウ，イダチ

ハギ等の樹

種を使用す

ることに注

意すべきで‐

第8図道路を伴う地上水路
あるといわ

防護林配置図
れている。

この外堤防

の内斜面に

多年生の草

木植物ネジ

アヤメ，ホ 第9図道路を伴う半地上水路
ソバキスゲ 防護林配隠図

等を植栽し

水路斜面を

保謎するの

象ならず，

副業収入の

増加を図る第10図道路を伴う地下水賂
防護林配置図ことにして

いる。

水路防護

林配置図は

次の様なも

のである。

(第8図～第11図地下水路防謹林配慨図

第11図）

4．潅減水路造林樹種およびその選択，
防繊林をして股短期間に最大の生産効率を発揮するた
めに，当地の土壌，気象条件下においては生長良好の樹
種を選択すべきで，造成される防護林によって土壌改良

作業鎧よびその経済用途をたがいに結びつけて考慮さる
べきで，すなわち生長は迅速で寿命も割合長く，樹木は
高く大きく樹冠は密生し，根系ほ円錐状に発達し，木材
および果実の質量もよく病虫害に対し強いものが要求さ
れている。

堤防に沿って植栽される防護林は蒸発能力の強い湿性
を好む樹種を選択する，山地（山頂および斜面）の職慨
水路の防談林は防風力の強い土砂拝止作用の大きな樹種
を選択するようにしている。
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三 枝抄訳：黄河の治水造林

平原肥沃地区の防護林は速生で高大なものおよび国民

経済中の貴重な樹種を選択する。すなわち果織油料

木，クワ等の樹種を挙げている。

水路より割合離れた防護林は湿潤性でないものを選

び，水路に接近しているもの端よび#鼬の防護林は分け

つ性の強いアカシヤ，酸刺等は使用してばならない。こ

れらは耕地に侵入し作物の生長に悪影響をおよぼし，謹

岸効果はあるが水路を塞ぎ，その修理および清掃を困難

にしかつ水路の水を浸透させかえってその寿命を減ずる
といっている。

塩分の浸透している地区では疑いなく耐塩性の樹種を

選択し，密植を行ない，迅速に診閉せしめ水分の蒸発お

よび塩分の上昇作用を減少させることを考慮している。

総体的に見て樹種の選択はまず速生樹種であること，

経済価値の高い樹種が要望され，その中でもドロおよび

果樹を優先的に取り上げていることである。

黄河中流域の治水造林を行なう上に一応の基準として

いる山地，丘陵，高原，平原の四種の型に応用される樹
種を挙げている。

（これは別表黄河中流地区の造林樹種および草類を参

照されたい。日本名については東京営林局佐藤潤平先生
に指導して頂いたものである｡）

むすぴ

筆者がはじめて黄河を見たのは包頭付近で今から約20

年程前のことである。

蒙彊政府の要情で造林対策について，日本から山林局

の田中八百八先生小泉長野県林務課長，朝鮮から林業

試験場長の鏑木博士,満州の林野局から松川恭佐先生(当

時計画科長）が参副したのである。錐者は松川科長に随

行して約一ケ月蒙彊各地を視察する機会を得た。季節も

雨季に入った七月で黄河の濁流の最もひどい時期ではあ

ったが，濁流には満州で相当に燗れていたが，ここの濁

流は粘着性を感じさせる程ひどく泥土を含んでいるには
驚かされたものである。

青海省の山地に源を発する黄河は大体包頭辺までが上

流域に属するであろうが，この辺ですでにこの状況では

下流域は想像に余りあるものがある。

黄河もこの辺まで来ると中央アジアの風が臭って来る

といわれ，上流から流して来る毛皮の筏（毛皮の毛の部

分を内側に巻いたものを結び合ｵﾌ＃せて筏としたもの）は

ここで水切りされる。この風物もその一つであろう。

先年，中国見本市が東京嫡海で開かれたことがある。

その時ニュース映画の中で黄河旧河床地帯の植林を見た

が，ドロ（ポプラ属）が主体で当時すでに3～4mの高
さになっていた，ここの造林も三門峡等の工事の進捗に

つれて相当な進展が予想されるのである。

国土面積の30％を森林で種う目標の下に年造林面積

2,000万Ila以上を強行している媛近の中国では彼等の

主張している「水路網を林網化する」ことも夢ではなく

困難も当然予想されるが，この乾燥荒原がやがては豊潤
な沃野に変る日もそう長いことではないであろう。

それは現状の濁流では，折角作り上げた三門峡等のダ

ムもたちまちにして土砂の堆積で埋没されてし室うから
である。

▲

唾

別表黄河中流地区の造林樹種および草種

申
ｄ
ロ

垂
心
Ｐ

種 瀧漉水路の種類

山地|丘陵｢悪T燕
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中国名
｜
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FT=
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＋
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学 名
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三枝抄訳：黄河の治水造林

瀧慨水路の種類

山地丘陵|高原|平原

種 類

|中鬮名｜日本名’ 学 名

十
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十
一
一
一
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三枝抄訳：黄河の治水造林
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瀬戸内地帯の荒廃地における

フサアカシヤの生長と育種の効果

森下義郎・大山浪雄

はじめに

瀬戸内海沿岸地帯に広く分布していたハケ山はここ

10年来の計画的な治山工事によって緑化が著しく進承，

溌近ではそのハケ山もあまり見られなくなった。しかし

これら第1次緑化されたところの土地と他の広範囲の滞

悪林地は，比較的交通の便利な地帯に分布しているにも

かかわらず，経済的価値の低い土地のままほとんど手が

加えられていない状態にある。

将来の木材不足を予期して森林生産力の増強という問

題が大きくとりあげられている現在，これらの土地を経

済林地として効果的に活用していくことについて真剣に

考えて承る必要があろう。その経済林地化ということに

ついては，一般にマツ類を主体とし，これに適当な肥料

木を混植して，その育成をばかるということが一応の本

筋として考えられるが，瀬戸内地方の花崗岩地帯では，

現在までの成果からみて，短伐期用のきわめて有望な樹

種としてフサアカシヤを大いに注目する必要がある。す

なわち，プサアカシヤは他の肥料木にくらべ乾燥と婿地

に耐える力が非常に強く，しかも生長はずばぬけてよい

ので，単に常緑の治山用肥料木として優れているだけで

なく，短伐期のパルプ,薪炭,タンニン等の資材樹として

大きい収益が期待できる。なお，同じアカシヤ属のモリ

シマアカシヤも生長は決してフサアカシヤに劣らないも

のと思われるが,ただ寒さに弱く,比較的温暖な玉野試験

地付近でもなお場所によってその被害が象うけられる。

ところで，このように有望なブサアカシヤもいままで

導入されてい為個なの木について黙ると，その生長蛍と

形質にば逝伝的にも著しい個体差があり，これらの変異

量を無視して造林を進めていくことは好ましくない。つ

ぎに，それらフサアカシヤの生長状態と変異鐙ならびに

育種の必要性について述べる。

1．生長状態

1）生長戯

フサアカシヤは元来タンニン資源用の一樹種として注

目されていたが，この木は土地をこやす肥料木でもある

ことから，昭和25～27年に岡山県玉野市，兵庫県姫蹄

市，広島県呉市付近のハケ山に治山用樹種として相当ま

とまった本数が植栽された。そして，その多くが優れた

箪者・林業賦験場関西支場

生長を示していることについては，すでに倉田|蝋土はじ

め私ども施工関係者により遂次報告されてきたが，ここ

に改めて玉野試験地に植栽されているものの生長鐙につ

いて述べておこう。

第1図と第2図は昭和27年3月に植栽された主な治

山用樹種の生長量を，肥料種類別献験の吸着肥料区(ha

当りN100kg,Pg05100kg,Kg050kg)内で比較調査し

た結果で，フサアカシヤは点状，他の樹種は樹種ごとの

群状とし,ha当り20,000本の割合になるよう混植され

たものであるが，現在ではフサアカシヤを主林木とする

林分を形成している。

この生長比較図によると，ブサアカシヤば他の樹種に

くらべ著しく生長の優れていることがわかる。また，玉

野市，神戸市，呉市等の治山造林地では，ハンノキ類や

ニセアカシヤ等の肥綱木は施工後ほぼ5～6年経過する

ごろから樹勢が目立って衰えてくるところが多く，この

対策が問題になっているのに対し，プサアカシヤではこ

のような生育衰退現象はほとんどあらわれていない。こ

、

8
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0
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ニ
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り

リアカシ1，

セアカシャ
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第1図樹高比較図（玉野試賦地）
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森下・大山：瀬戸内地帯の荒廃地におけるフサアカシヤの成長と育種の効果

ても治山用樹種として好ましいといえよう。ただ，この

場合それが期待できるのは主として側根より出る根萠芽

であり,切り株（幹部）からの萠芽力は樹令が古くなる

につれて弱くなる傾向が強いので，ごく若いものを除け

ば，これより更新をはかることは無理なようである。

玉野試験地の肥料種類別試験区およそ0.3ha内に190

本植栽されているものについて承ると，植栽後4年目ご

ろから年々側根からの萠芽が発生し，7年目の現在では

樹高2～3mのものから最近発生したものまで含めて，

多いところは1㎡に100本近くもが密生している。も

ちろん萠芽本数は立地条件によって差があり，一般に根

が地表面に露出しやすい傾斜地や表土の浅いところには

密生し，反対に平坦地や極端な草生地には全灸でていな

いところもある。しかし，花崗増地帯の癖悪地でば一般

に根萠芽の発生しやすいところが多いし，また部分的に

萠芽がでにくいところがあれば簡単な根切りを行ない萠

芽を促すことも考えられる。

ただ，根萠芽では根張りが一方に片寄って倒れやすい

傾向があること，また生長量の大きいフサアカシヤの伐

採を繰返すことによる地力衰退の懸念等もないではない

ので，これらの対策として萠芽の手入れ，本数密度の調

整，適当な樹草との混植，合理的施肥等を考臘に入れた

更新ならびに保育方法を導きだしていくことが必要であ

る。

2．生長的変異

現在までに植栽されているブサアカシヤは生長堂にお

いて著しい個体差がある。第2表は第1図，第2図に示

したと同じ資料について各個体の変異麓を計算したもの

である。この調査地は植栽前は植生がほとんど認められ

ないぼど荒廃したほぼ均一な土地であったが，ただ地域

が南斜面と北斜面とからなっていて，南斜面は傾斜が

25．前後で北斜面より5｡ほどゆるやかで，このため日

射量とか土壌水分戯の気象的環境には当然差があったと

思われるので，これらの影響を避けるため第2表の変異

量は両地区のものにわけて計算した。この第2表による

と，南斜面側のものにおいて樹商は般大8.4nlから最

小5.0m,胸高直径は最

飢
腫

ﾘ．？"ｼヤフ

IO

8

6

ｵｵバｬｼｬプシ

ニセア〃シヤ4

，口マツ2
《
《

0|i23'''ゥ年8

第2図根元直径比較図（玉野試験地）

れらの治山造林地は全般に極端な溶地であるので，ヌサ

アカシヤもそのうちにはこのような生育衰退現象があら

われてこないと断言はできないが，しかし第，図と第2

図は尾根筋の比較的条件の悪い場所であるにもかかわら

ず7年間でかなりの生長識を示しているし，なお隣接の

山腹や付近の治山造林地等においてはより優れた生長を

示しているものが少なくないことから，短伐期の経済林

を目指すことのできる優れた樹種として大きな期待がも

てるといえよう。

なお，参考までに姫路市と呉市の治山造林地に植栽さ

れて林分を形成しているもの，および広島県高屋町の県

営苗畑に防風林として植栽されているものの生長量を第

’表に示しておこう。これらの生長鐙も一般に良好であ

るといえようが，なお県営苗畑のものは他のものより寒

いところでの成積であり，また股初から林分状に植栽

(1.8m間隔の正条植）されたものなので，造林上の試

験林としても大いに参考になると思う。

2）萠芽カ

フサアカシヤは萠芽による更新が考慮できる点におい

、

■

鼻
一
口

第1表花崗岩地帯の涛悪地におけるフサアカシヤ生長量 大11.0cmから最小,4.5

調査地|面積|地形｜林令霧蕊|藺高直蜜備考。mの変異巾がある｡そ
して，これらの変異係数

は樹高で13.07％，胸高

直径で27.08％と計算さ

れ，変異量は特に胸高直

径において大きいことが

わかる。

督譲攪蕊畑|･68h 》４月力５年７
’
１

．
５－４

－
回

燕
南
傾
の
一
通
一
“●０ 76ml1,6cm鶚蕊製課の

兵庫県姫路市青山
の治山造林地約｡2噌議旨20o 16.4驚製甕員の'921’64

19］！‘.。

7年10カ月71

広島県呉市の治1｣J約｡02繧謡~25｡8年10カ月‘造林地
〃

注：この調査はいずれも林分を形成しているものについて行なった。
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森下・大山：瀬戸内地帯の荒廃地におけるフサアカシヤの成長と育種の効果

第2表フサアカシヤ生長量変異表（玉野試験地） と計算され，玉野試験地の例以上に変異量が大きい。い

ずれにしろ，これらの変異量は一般に形質がよく揃って

いるサシスギ品種等の例にくらべ著しく大きいことから

みて，造林上軽視できないものであり，またブサアカシ

ヤの生長に関する各種試験を行なうに当っては十分考慮

してかからなければならないことがらであろう。

フサアカシヤの生長量に著しい個体差があることにつ

いては，以上述べた調査例だけでなく，玉野試験地付近

一帯に植栽されているものをはじめ姫路市，呉市のもの

林業試験場関西支場構内の実験林，岡山分場の並木等に

おいても非常にはっきり認められているが，これらはモ

リシマアカシヤの場合と異なり，いままでは経済樹種と

いうよりもむしろ治山用樹種として重要視されてきた関

係上，遺伝的変異の大きい樹種であるにもかかわらず，

各地のいろんな系統の母樹からとられた種子がそのまま

混用されてきたことに大きな原因があると思われる。

3．形態的変異

林木の形態は土壌，気象，地形，林分密度等の環境条

件によって異なってくるが，現在までに導入されている

フサアカシヤは，このような環境の影響というよりもむ

しろ遺伝的な面で重要視しなければならないような個体

蕊が強くあらわれている場合が多い。その変異は樹齢，

枝の伸び方，葉形，種子と莱等において瀬められるが，

ここでは造林的に重要と思われる樹形と枝張りの点につ

いて述べる。

ブサアカシヤは高木性で，一般に御珍，葉形，小蕊の

着き方等もモリシマアカシヤに非常に似ていて，外観だ

けで区別しにくいこともあるが，ただフサアカシヤは菜

全体がモリシマアカシヤより白っぽい感じがする。その

点，切り花用に栽培されているハナアカシヤは小高木

で，幹分れする性質があり，葉形も全体が小形なので，

フサアカシヤとは区別しやすい。

しかし，玉野試験地に林分をなしているおよそ1,000

本のプサアカシヤのうち，50本く、らいは樹幹が数本に分

れて伸び，ハナアカシヤに近い樹形をなしていて，一般

に樹高生長も悪いものがある。このようなものは地表被

覆樹としては合理的であるとしても，材稜生産を目的と

する造林用には適さない。このような形質の好ましくな

い樹は，関西支場構内の実験林，岡山分場の並木等のな

かに鈴いても認められ，一般に着花年令が早く，結実愛

も多い傾向があるが，これらの樹からは採種しないよう

特に心掛けねばならない。

このぼか，下枝が長く太く伸びる傾向の強いものも少

なくない。このような樹は一般に生長力は旺盛である

が，造林した場合は周園の木を被圧するだけでなく，ウ
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第3表フサアカシヤ生長量変異表（広島県営苗畑）
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注1）林令；7年1．カ月。

2）立木本数:ha当り1,058本。

3）うつ削度：部分的に樹冠の競合があらわれている。

一方，北斜面側のものについてみると，樹高と胸商直

径の変異係数はそれぞれ11.54影，18.73％と計算され

る。南斜面側において樹高，胸高直径が劣っており，ま

た変異趣も大きくなっているのば，やはりハケ山の特殊

気象ともいえる夏季の高温，乾燥等の影響をうけやすい

条件にあったためではないかと考えられる。

さらに第3表は第1表に示した広島県営苗畑のものの

うちから，立地条件のほぼ均一な地域5.4m×63m内の

もの36個体(1.8mの正条形に105本植栽されたうち

の残存木）について変異量を計算した結果であるが，こ

こでは樹冠の競合が部分的にあらわれているためか，樹

高と胸高直径の変異係数はそれぞれ16.16％，33.12％

似
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森下・大山？瀬戸内地帯の荒廃地におけるブサアカシヤの成長と育種の効果

ラゴケとなり，材秋歩止りが悪い。

他方，形質の優れたものとして枝全体が短く，枝張り

が狭く，樹幹も比較的通直な樹を見つけることができる

が，このような形質の樹は育種母材料としても貴重なも

のである。

4．育種の必要性

以上述べてきたように，現在までに植栽されているフ

サアカシヤの多く妹，生長戯だけでなく，形態的にも著

しい個体差がある。したがって，短伐期の経済林を目標

とする場合はも､らろんのこと，治山用として植栽を行な

う場合であっても，将来，パルプ，薪炭，タンニン等の

生産を期待するからには，樹高生長と直径生長が優れ，

しかも枝全体が細く短いという形質をそなえた優良系統

を用いることが大切で，あの育成に努力する必要がある

といえよう。なお，これら特性のほかに，ブガアカシヤ

はモリシマアカシヤにくらべ寒さに強く，瀬戸内海沿岸

付近では寒害の心配はあまりないが，最近はこれらより

気温の低い奥地帯にも造林されようとしているので，こ

れまでより一段と耐寒性の強いものも要求されてこよ

う。

林業試験場関西支場ではフサアカシヤの造林に関する

綜合的な研究に諦手し，育種部門では上記の育種目標を

かかげ，当面の研究課題として，優良樹の選抜効果と優

良形質の遺伝力の調査，および優良系統の分離育種を行

なうための集植試験林を造成してい潟。したがって，あ

と4～5年である程度のことはわかってこようが，さし

当って造林を進めていくにおいても，母樹はできるだけ

優れた素質のものを用いるよう心掛ける必要があろう。

ただ，さし木困難な樹種であり，これに代る方法とし

て根萠芽苗を用いて増殖していくことも考えられるが，

種子で殖していく場合は，母樹の形質をどの程度伝えて

くれるかということが十分明らかにされていないにして

も，やはり母樹選定の効果は小さくないと考えてよかろ

鱗
第4図フサアカシヤの根萠芽（玉野試験地）

一
・
『

第5図フサアカシヤの生長優良樹

（玉野試験地・6年生）

う。

むすび

フサアカシヤは瀬戸内海沿岸の花崗岩地帯では，基肥

を十分与えてやれば，ハケ山のような荒廃地でも一般に

よく生長するし，材は6～8年で十分伐採利用できうる

大きさに達するところも少なくなかろう。ただ，現在ま

でに植栽されているフサアカシヤは生長量のほか形態的

にも著しい個体差がある。このため，材積生産を目的と

して造林を行なっていく場合は，できるだけ優良系統の

ものを附いていくこと，また，これを強力に推進してい

くためには計画的な育種が必要で，その成果にほかなり

大きいものが期待される。

なお，このほか活蒲容易な苗木の育て方，適正本数密

度の考究，更新ならびに保育の方法等についてさらに研

究を進めていくほか，病虫害，風害寒害等の問題につ

いても供重な検討を加えていくことを忘れてはならな

い。

α
鹿
屯

第3図玉野拭験地のフサアカシヤ林
（1952年3月植栽・1958年7月撮影）
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術的に見た有名林業その8

I
業西川林

熊井正

300年の伝統を誇る西川林業は，古くから東の吉瞬林

業といわれ，その集約な施業と優秀な小角材，足場丸太

の生産で有名ですが，ここにその技術的な概要を簡単に

述べますと次のとおりであります。

第1自然的条件

1．位置及び地勢‐

普通西川林業地とは，端玉県の西南隅に位置する荒川

の支流，入間川（名栗川）及び高麗川の水源地帯を総称

するものですが，なおこれに隣接する越辺川の水源地淵

もその概況が類似しているので，ここではこの地域も包

含して西川林業地とみることとし業す。

｜名栗川流域…蕊『鴉蔦嬢肘旧原市
西川林業地|職麗川流域…食呼羅縣|繍鑛
’旧吾野村）

｜越辺川流域…入闘郡毛圖山町(順川魚村を除く）越生町

の一市三町一村よりなっており，その総面積29,787町

歩のうち山林面積21,612町で，山林が全体の73％を

占めています。ことに名栗村，旧吾野村等はその90％

前後を山林で占めています。

西，南，北は海抜400～1,200mの連峰に境して，南

朧東京都下青梅林業地に接し，西，北は荒川本流の水源

地帯である秩父山系に連なって秩父および比企郡に境

し，東は低下して武蔵野平原に連続しています。

東京都心より40～80kmの近くにあり，その木材菓

散の中心地である飯能へは，西武鉄道池袋線で約1時

間10分で達し，飯能を中心として管内の交通も至便で

山林地術としてはきわめて恵まれた位置にあるといえま

す。

2．地質と気候

地質は主要山林地帯の大部分は秩父古成層で粘板岩，

石灰岩等の基盤から成り，土壌は砂質または礫質土壊が

多く，スギ，ヒノキ等の成育に適しているといえます。

なお東部平坦部近くは第三紀層あるいは関東ローム間か

らなり，アカマツ，薪炭林が多くなっています。

年平均気温14･C,降水量1,700～1,900mmで降雪

雛者・埼玉県林業試験場長

は年3～5回，最深積雪30cm程度であり，気候比較的

温和にして降水多く気候上の害少なく林木の生育に適し

ています。しかしながら初春（2月末～3月頃）の降雪

は時に林木を折損，倒伏して相当の被害をおよぼすこと

があり，また北面の傾斜地等で冬期寒風のあたるところ

は寒気と乾燥のため植栽した苗木が柚死するものが相当

あり，このためまだスギ，ヒノキの造林が不可能とされ

ている土地も少なからずあります。

第2森林の現況

西川地方の森林面積は約21,000町歩でその蓄積は約

691万石，1町歩当り平均蓄積322滴であります。

その主な樹種別蓄積は，スギ409万石（59％）ヒノキ

145万石（21％）サワラ28万石（4％）アカマツ25万

石（3.6％）モミ13万石（2.1％）その他針葉樹2万石

(0.3%)広葉樹69万石(10%)で，その流域別市町別

概況は第1表および第2表のとおりであり，全体の約

60％が用材人工造林となっています。

第3森林生産技術の実態

西川林業の特色は集約な保育手入による短伐期林業に

あるとされていますが，先年林野庁研究普及課で，西川

林業のスライドを撮ったとき西川林業が余りにもオソド

クスな林業であり，教科書的な林業でその特徴を現すこ

とに苦心したようでありますが，以下当地方の森林生産

技術の実態について簡単に説明します。

（1）造林

イ）造林樹種

古くより伐採跡地には直ちに翌春植栽が行なわれてお

り，伐採跡地で未造林のまま放隠されているものは全く

なく，現在ではさらに薪炭林の改植も相当行なわれてい

る状況であります。主要造林樹種はスギ，ヒノキ，サワ

ヲでその割合はスギ65％，ヒノキ30％，サワラ5％位

です。

苗木は40年位前まで自給生産が行なわれていました

が，赤柚病被害が激甚となって自家用繭を中止し，茨城

県，静岡県等から原苗を移入しでいたが，現在は飯能市

双柳地区の樹苗業者の養成苗を職入植栽するものが大部

分を占めています。しかし近年造林者が2年生幼苗を移

入して1年畑で養成して山出することも行なわれていま

す。

山出苗はスギ3年生尺2寸～尺5寸苗が多く使用さ

れ，苗木は個人直接購入か，森林組合の斡旋により一括

購入しますが，いずれの場合でもほとんど現地苗畑に出

むいて自ら選苗し良苗植栽に努めています。

しかし品種に対する吟味は全くなされておらず，品種

的にはきわめて雑然としており，当地方の品職的特色妹

承られません。しかし，近時この点についての関心が強

まり，優秀な精英樹も選抜されて，この地方に適する優
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熊井：西川林業

良品種育成への研究が進められています。造林樹種につ

いては，地質がスギの成育に最も適するといわれる秩父

古生層であり，気温，雨量などの気候因子もスギの成育

に好適なので，スギが主体となっているのは当然で，ヒ

ノキは主に中腹から上の乾燥地帯に多く植えられ，サワ

ラは兆ギ苗がかつて赤枯病の被害が激甚だった時に植え

られました。

植栽時期･･"l.LIに雪のあるうちに植えよといわれて，

3月上旬から4月上旬に植栽されるのが普通であって，

埼玉県としては股も早期植栽が行なわれている林業地で

あります。約70％～80％までが3月中に植栽され－部

には5月より6月の梅雨期および10月から11月の秋

期植栽も若干行なわれます。全県的に早期植栽が行なわ

れようとしていますが，西川林業地はその先べんをつけ

ています。

植栽本数･･植栽本数は普通1町あたり3,000～4,500

本程度ですが近時密植の傾向にあるようです，昔6,000

本から9,000本植栽した記録もありますが，これは1町

歩が伸びあって実測2～3町歩のところもあったようで

すから昔から3,000本内外の植栽で，有名林業地として

ば植栽本数が比較的少ないのは，春雪の被害のように考

えられます。植栽方法に三角形植栽が行なわれたのも，

スギ，ヒノキの混植が行なわれたのもこの春雪の被害防

止のためだったようです。現在は，積雪が少なく，峯よ

り主として検に列を揃えて順次下方植栽してゆく方法が

行なわれています。

ロ）地力の減退について

この地方で造林が本格的に始められたのは，今から

180年前頃からで，全国的に見ても造林の歴史は古い方

であり，それだけ地力の減退が目立ってきたといわれて

います。

しかし，どの程度に地力の減退が拳られるかというこ

とになると,はなはだあいまいで,仮に承られるとしても

全般的でなく局部的のようであります｡これは，普通一

般に用いられている材祇表よりも実材積が大きいものが

多いことでもわかります。同じ林地に何代も同一樹種の

植栽を繰り返せば，地力の減退が起きるのは当然である

が，その程度は立地によって，大差があると考えられま

す。すなわち，元来スギの適地であるような沢鋲山腹

下部といった所では，地力減退程度が少なく，尾根や中

腹以上といったスギの不適地において皆伐の弊害が顕著

に現われるのが普通に融られる現象で，この地方でも，

中腹以下よりも中腹以上に地力の減退が目立っているこ

とは事実であります。

この対策としては，立地条件がスギに余り適さない所

に対しては，樹駈，作業樹の変更が望まれますが，ヒノ

キの増加，広葉樹との混交林の育成，単木また億群状択

伐の実施，二段林作業，林地施肥，肥料木の植栽等が考

えられます。

このうち地力減退防止策としては，ヒノキの増加は余

り意味がなく，スギより･もやせ地に耐えるヒノキを植え

る蕊によって，成長量の減退を緩やかにしようという効

果しかない広蕊樹を混交させる事は造林技術的には，望

ましいことであるが，現在では，経済的に不可能である

と考えられます。

地力減退の原因が同一樹種を繰返し植栽することによ

って起るいわゆる嫌地のためなのか，皆伐によっておこ

る立地条件の悪化のためなのか,まだ究明されていない。

若し前者のためならば，広葉樹の混交が望ましいので

あろうし，後者のためならば，広葉樹の混交はあまり意

味がなく，伐採方法の変更すなわち，択伐あるいぼ小面

積皆伐の実施が望ましいのであります。実際にはこの両

方が関係していると思われるが，その程度は，皆伐によ

る土壌の悪化の方が大きいと考えられています。

また広莱樹の混交は，実施が非常に因難なので，その

点からも地力減退の防止紫としては林地施肥，または肥

料木の植栽によるか，伐採方法の変更が実施の対象とな

らざるを得ない。

皆伐による土壊の悪化として挙げられることは，

イ．栄独分に富む表層土の流失ないしは表層士に含ま

れる養分の流失

ロ．表層土を裸出することによって土壌の理学性が悪

くなる。ことに椛造が緊密になって気水の透通が悪くな

ります。

ハ．スギの成育に密接な関係がある土壌および空中湿

度が低下すること。

の三点が主要なものであります。

このような皆伐の弊害を防ぐには，択伐がもっとも望

ましい伐採方法ということになりますが，皆伐を一挙に

択伐に切りかえ為ことは容易なことでなく農林省材薬試

験場経営部の推定でほ今後50年は要するであろうとい

われています。ことに西川林業地のように古くから短伐

期の小丸太生産を目標とする林業経営を続けてきた所で

は，実現性が少ないと考えられます。若し全面的に択伐

に切りかえようとするならば，今後相当期間伐採量が非

常に少なくな為ばかりでなく，生産目標が小丸太より大

中丸太に転換されることになります。小中丸太生産の択

伐も考えられないこともないが，択伐作業の最大の利点

は，優良大径木の生産にあるので，そのような択伐はは

なはだ不得簸であるといえます。スギの択伐作業を行な
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う場合の犬径木の伐期令は少なくとも80年生位にする

必要があり，したがって’町歩当り蓄積は常時平均して

1,000石を保有しなければならないので，現在西川林業

地の平均蓄積は322石であり，これを択伐林形に誘導す

る期間としては，林相をすっかり変えるには今後50～

60年を要するでありましょう。したがって択伐林への誘

導は一般的には非常な因難を伴なうので実施するとして

も，一部に試赦的にやる程度に止まるでありましょう。

しかしながら，皆伐の繰り返しによる地力の減退は，将

来益を顕著となって行くであろうから，今の内に一部の

林で択伐林への勝灘を試験ることば将来のためぜひ試験

的にやっておきたいものであります。択伐についで皆伐

による土壌悪化防止方法として適当と考えられるのは,

小面職の区分皆伐作業であります。皆伐による土壌の悪

化の程度は立地条件が一様であれば，皆伐一団地の面積

が大きくなる程はなはだしくなると考えられるので，皆

伐一団地の面職を小さくし，かつ皆伐地の配置を適当に

分散させて行けば，皆伐の弊害を余程軽減し得患ことに

なりましょう。この場合皆伐地の面積，形状，配置が問

題になるが，いずれも地形，土壌，伐期等によって変っ

てくるので，一概にいえませんが，一般的には北向，東

向の山腹下部がもっとも面積が大きくなり，南向，西向

の山腹上部や尾根がもつとも面穣が小さくなることにな

りましょう。標準としては，巾40nn～50m位が適当と

思われるが，要するに，皆伐地に対して周囲林分の林縁

の保謹があるようにするという割fであって，経済的にや

れる範囲でできるだけ小さくすることが望ましいわけで

あります。また面職よりも形が重要であって，理想とし

ては等高級の方向に検に長い形か正方形がよいといわれ

ています。

伐採木の搬出からということになると，傾斜の方向に

沢から尾根まで縦にした方が良いということになり，そ

の決定はなかなか難しい。表土の流失が考えられるよう

な急純也では，横に長くし，その恐れのない所ではたて

に長くするというのが無難ではなかろうかと思います。

地力減退防止策の第三は，伐期の延長である。伐期が長

くなればそれだけ皆伐の磯会が少なくなるので，皆伐に

よる土壌悪化を軽減することになります。しかし伐期の

延長は，択伐の項で述べたと同じように当面伐採量が減

少することと，生産目標の転換が必要となってくるの

で，森林所有者の経済的な負担が大きく誰れでもやれる

というものではなく，一部の大山林所有者で，かつ比較

的高令級の林分を多く持っている人だけがやり得るに過

ぎないでありましJ:う。

以上述べた地力滅退防止策は，いずれも腱林省林業試

験場経営研究室で東吾野村を調査したときの結論である

が，西川林業全般に通じるものであります。いずれも一

時的にせよ経済的な犠牲を伴うものであり，実施はなか

なか困難であるが，今まで通りの伐採方式をそのまま継

続して行けば，将来林力減退が益之はなはだしくなって

遂には林地の荒廃を来す恐れがありますので，現在林地

肥培ことに森林施肥の研究が一部で盛んにすすめられて

います。しかし比較的実施容易と思われる伐採面祷形

状配列を規制することでありますが，私有林ば一般に所

布関係がきわめて錯雑していて，数10町歩の団地を1

人で所有することはきわめて稀で多くは2，3反の小面

積が1人で所布する団地の面職となっています。西川林

業地もその例にもれないので，鮪のずから林相が錯雑し

ていて，伐採面職，形状，配列が規制され竃いることが

多い。したがってこのことに関しては，現実には自らの

規制が行なわれていますが，部分的にはなお改善の余地

が残されてい寵す。

（2）保育作業

㈹下刈･…下刈は非常に丁寧に行なわれています。

これが西川林業の特色の一つとさえいわれていて，下刈

は6月と8月に行なっています。功程は立地樹令等によ

り異なりまずが，平均1回1町当り10人内外1人1日

300本内外で全期間を通じての所要人員は，150人位を

要します。普通植栽当時は年1回，翌年より6～7年生

までは，年2回，その後は10年生位までは年1回計15

回位行なうのが標準でありまして，さらに丁寧な人は植

栽後2～3年間は年3回下刈りします。これは国有林が

植栽後6年間1回ずつ所要人員50人～80人を標準とす

るのに比べて2～3倍の労働力を投下しているといえま

す。このきわめて熱心な下刈手入が今日の優良な林相を

つくりあげた原動力の一つとなっているとも思われます

が，下刈にこれ程までに多量の労働力を使うことが合理

的であるかどうか，今後十分検討されなければならない

問題であると思います。

（ﾛ）補植

植栽が丁寧に行なわれるので，枯損は割合少なく普通

植付本数の5～10％前後で，植栽の翌年補植しますが，

翌を年までの2回位でやめます。

例堀つかけ

熱心な林業家は植栽の翌年または翌を年に木を真直に

し，かつ根元の土をゆるめて生長を促進するため「堀つ

かけ」といって根の周囲を堀り起す作業を行ないます.、

功程は1日1人200本位で，また支柱をたてる人もあり

ます。

肖雪起し
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熊井：西川林業I

冬期積雪のため倒伏した幼令木は，雪起し(スギ起し）

といってなわまたは針金を枝にかけて起し，根曲りにな

らないよう手入れします。

鯛枝打

枝打も集約的に行なわれ，普通10年生内外から始め

て30年生頃までに3～4回実施します。すなわち10年

生内外で地上3～4尺位の枝を打ち（小払い，根離し，

根払いという）13～15年生で15尺内外,20年生で20

～25尺位まで枝を打ちます。樹丁の実行の有無は材質

に大きく影響し，その商品価値に大きな差異ができます

ので，当地方の優秀な小魚材生産のためにはきわめて必

要な作業ですが，山林所有者の熱意，所有規模に等によ

ってその程度，回数は異なり一定しません。

器具は普通両刃また憾半両刃の鉈が使用され，打つ枝

の高さによって2～4間位の簡単な梯子を用い枝打しま

す。時季朧冬期11月より翌春3月に至る間に行ないま

すが，厳寒期をすぎた2月頃がもっともよいとされてい

ます。

例除伐，間伐

西川林業地は，短伐期の小径木生産を主目的とするた

めに，間伐は余り行なわないで，僅かに枯損木を伐採す

る程度ですが，近年材価の高|勝と搬出の便が開けたこ

と，林業技術普及の行なわれるにつれ，かなり間伐も行

なわれるようになってきました。特に東署野村において

はかなり強度の間伐が実行されています。

一例をあげると，間伐の伐採歩合は25年頃まではか

なり弱度でA種穆度であり,30年生の頃からB樋に近い

間伐が行なわれていて，35～40年で柚栽本数の半分にな

るのが標準とされている。

その他の針菜樹56年以上

クヌギn年以上

主として萠芽により

生立する広葉樹21年以上

となっていて大部分の森林所有者は，スギで30年～35

年位で伐採することが有利であると考えていて，なお品

種の改良，林地の肥培で伐期の短縮を希望していますも

（ﾛ）伐採季節

一般に春伐り（4～5月）および秋伐り（7～9月）

の二期で，その割合は，春30～40％秋60~"0影位で

す6膳丸太を生産する人は8月上，中旬に伐採し蓑す。

例伐採方法

ほとんど大部分が立木のまま木材業者に売却さ沁伐

採搬出は業者の手により行なわれるのが普通でありま

す。

立木切株を山地の傾斜に応じて2～5尺位の高さに2

間おき位に切って立てその上に横木を置いて伐倒木を並

べる。伐倒は一般に横または山側に伐倒して剥皮し，傾

郷血に図のように棚積（リン）して乾燥します。この方

今
＝

〃

木
木Ｉ

Ⅱ
ゾ
ン

〃

法の特徴幟，伐採木を軽くして搬出できること，少し位

IMIつた水は棚職中に真直になりますことと，材価が値上

りしている時ば伐採から搬出までの1～2月の間に高く

なるが，反対に材価の値下りのときは，この方法では安

くなるのでありますが長い伝統によって一般に行なわれ

ています。しかし森林の機械化を阻害する一因であるの

で再検討すべきでありましょう。

目立て木（保残木）

本地方は古来伐採のとき〃立て木〃と称して，優良木

を選んで，1町歩10数本程度を残して，100～200年の

長期にわたって保残し，伐採しない習慣があって本林業

地特色の一つとされています。この〃立て木〃ほこの地

方が短伐期の施業を行なっているため，地元所要の長大

材の需要にあてるためと，不時の災害等に備えるために

残されるものです。

（4）伐期に関する考察

俊林省,休業試験場経営部の調査によると西川林業地の

東吾野村でスギ人工林の伐期令の計算結果によると，収

益率説による30年（ただし最大の1割減までを伐期の

範囲とすれば24”より森林純収穫説による60年(1

夕

4045

1715

154139

10%10%

35

20

'171

10.5%

間伐年度

間伐本数

残存本数

間伐歩合

80

34

191

15%

20

80

255

10.5%

お
釦
溺
％
２
２１

15

15

285

5％

口
酔
Ｊ
一

（1反歩300本植栽）

要するに弱度に度を実行することがよいようでありま

す。

（3）主伐

㈹伐期

伐期は普道スギ30～35年，ヒノキ35～40年位です

が所有者の経済事情，立地等によって一定せず，長きは

70～80年以上の長伐期をとるものもあり，かなり幅があ

ります。なお森林計画による適正伐期令級は下記のとお

りです。

スギ，サワラ，マツ36年以上

ヒノキ41年以上
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熊井：西川林業

割減を範囲とすれば推定約80年）までの範囲内にある

ことが明らかとなり茨した。

私有林の経営では営利を目的とすることにまず異論は

なかろうと思うが，この点からして，資源政策上の要求

からでている材積収穫説は一応問題外となろう。

他の森林純収穫説，土地純収盤説，収益率説はいずれ

も営利を目的とするものと考えられるが，その営利の考

え方に非常な差異があります。現実の問題としては，山

林経営の利益を大きく左右するものは，伐期のいかんよ

りも立木価格の変動でありまずも立木価格はその性質上

一般物価よりも変動の巾が遥かに大きい，般近の立木価

格の騰貴を詮ても明らかであります。そこで，このよう

な材価の変動に対応して伐採麓を伸縮しうる。弾力性の

ある経営が可能でなければ，利益の多い経営はできない

ことになります。他の多くの企業にはみられない材錐経

営の大きな特徴であって，この特徴をいかに生かすかに

よって，経営の巧拙がわかれてくるといってもよい位で

あります。

ところで，伐採量を伸縮できるその度合は，その経営

の標準伐期の高低によって定まります。標準伐期が高い

程伸縮が自由となる。この点からすると伐期はある程度

高目の方が経営を有利とするといえよう。

このことは保統経営のできる大経営ばかりでなく，小

経営でも同じことであります。

かえって小経営の場合に重大な意戦を狩っています。

個盈の森林所有者の経済状態を度外視して伐期を考察す

れば，35～50年の範囲内で経営目標や，森林の令級配

置，材価の変動等を考慮して定めるのが無難でありまし

ょう。

（5）間伐に関する考察

間伐の主目的はなるべく短期間に優良木を多歎に生産

することにある。いいかえれば，優良木の生産と材積生

長量の増加が間伐の主目的である。そこで優良木とは何

かということがまず問題になります。

優良木とは経営目的に合致した利用価値の高い木のこ

とであり寮しようが,西川林業地としては,スギ材,ヒノ

キ材の利用としては，足場丸太，稲かけ丸太，電柱等の

特殊用材としての途がありますが，何といっても，角，

貢，板といったものが主体をなしている。したがってス

ギの優良木とは，角，賞または板としての利用価値が，

高い木ということになります。しかし，全国的に選抜育

種の一賛として，精英樹による優良品砿の選抜が行なわ

れていますが，この地帯には，この地方に適したスギ，

ヒノキの優良品種があるものと思われますので，この鮒

英樹選抜埜準を作りだすことが，地方林業試験場の使命

ではなかろうかと思います。

西川林業のスギ丸太の木取は下表のとおりである。

普太霞l材 法｜備考種’ 寸

角
貫
割
角
貫

い
ば
一
快

州
一
銅

３
５

丸身つき
丸身つき
丸身つき
中貫，嫌居
木を副産

3～34～5角
巾3寸厚0.3f､-'O.4寸
巾1～3寸厚0.3～1.1寸
5～6角
巾3.2～0.5～0.8寸

…|聯脚職亘：割劉途鍔7～8寸角

9~12j14分板巾4~10寸惇02~0.25寸|潟蟹等
西川林業地の伐期は40年以下が多く，生産丸太の径

級はほとんど7寸以下となっているから，材種は小角お

よび賞が主であります。

したがって当地方の針葉樹林の多くは，小角向の適材

を多赴に生産することに撫育の目標がおかれているとい

えよう。

小角向の適材としては，樹幹の形が完満であること，

年輪巾があまり広くないこと，節がないこと等が挙げら

れる。これらの条件を満たすには，疎植を避け，下刈，

枝打を十分に行ない，間伐は板割の適材生産目標の場合

に比し，弱度に止める必要があろう。西川林業地では反

当り300～400本（間隔5～6尺）植え，下刈，枝打は

他に余り類を聡ない程集約に何回も繰返し，間伐は幼令

時（15～20年生)A程度に止め（本数で5～10%を5年

毎にやる）という方法をとっている人が多いのでありま

す。

このような施業方法は，小角同適材生産の条件と良く

合致し，適切な施業方法であると考えられるのである

が，若干問題がない訳でもありません。その一つは，幼

令時と壮令時の間伐の程度が果して竣善であろうかとい

うことである。東吾野村の指導的立場にある山林家が示

した間伐埜準によると。

（反当）
林令1813182328

’2隼伐期{雛灘4004003603102512‘
40506O

西川地方でも場所によって，丸太の搬出条件や地味が

異なっているの通間伐することが，山林経営の収益性

を高める所と逆に低める所とがあるので，例えば，同じ

大きさの立木の伐出単価が，間伐の時と主伐の時とでは

立木価格にほとんど差がないところもあり，奥地では主

伐1に対して間伐3以上に差があるので，主間伐材の立

木価裕に差のない所について考察しますと，このような

条件の所では，伐期が30年以上を目標としている場合，

面倒な計算をするまでもなく，掃除伐程度のものよりは

間伐らしい間伐をやった方が有利であると思われます。

_久一
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仮に間伐によって総体の伐採成繊経級別丸太材積）

が増さないとしても，収入の一部が早期に実現すること

によってその利子分だけ収益が高まることになります。

前表の32年伐期については，多年にわたる実地の研

究から導きだされたという感じを受けますが，30年生以

前に皆伐する場合の間伐は，間伐しても間伐の効果が十

分に現れるのは，竣終の間伐から15～20年内外は必要

であろうから，間伐よりも枝打によって樹冠の調節を図

って完満な丸太，ことに足場丸太を多愛に生産した方が

収益を高める結果になりそうです。

しかしこの点については，今後さらに検討を要すると

思われる。

以上のように，西川地方にも，間伐をやることがかえ

って山林経営の収益性を低めるような所が案外に多いの

で，間伐を画一的に指導奨励するには反省を要すること

であります

したがって，各個人の経営目的に応じた間伐を指導す

る必要を捕感いたします。

かつて，当地方に間伐展示林を設けて普及に努めたが

当地方の人盈は参考林として見るが，あまり普及しなか

ったのは以上の理由を長年の間に実地に体得したためで

あろう。

むすび

集約林業をもって世に聞える西川林業も詳細に検討す

れば，幾多の問題を含んでおりますがその施業を一言に

して尽すならば，きわめて高度に合理化されているとい

えよう。

いかにして，このように施業が合理化され，山林の生

産力が高められたか，その理由としては，西川林業地の

恵まれた立地条件が挙げられよう。

しかし，それだけではこうはならない。幾多の先覚者

の非常な努力と村全体の山林に対する強い愛着心とが優

れた立地条件を生かして林地の潜在生産力を顕現させた

ということもあろう。また古くから蚕糸業の発展によっ

て，その資力を山林に貯蓄してきたということもその一

つでありましょう。

現在西川地方でもっとも大きな問題は,300年の伝統

をうけつぐ，後継者が少ないことであろう。

便利な旧東吾野村は，1戸平均2人近くの勤め人を出

し山林所得より，はるかに勤労所得が多いので，交通不

便な名栗村でも本年度中学卒業生は，進学するか就職す

るかして1人も在村しないということでありますから，

在村して林業に従事している次代をになう青少年は，数

えるほどであります。

大木を伐採し得る人は，50才以上の人であって，折角

つちかった独特の技術も，これをうけつぐ者がなく，新

しい技術に対しては，新興林業地の秩父林業の方が愈慾

的に見受けられる。

技術的問題点としては，

M)皆伐作業の繰り返しによる地力の減退をいかにす

るか。

（ﾛ）優良苗木の自給生産をいかにするか。

倒他にほとんど類を象ないと思われる山林の撫禰に

対する多量の労働量投下は，この地方の林業の他に

誇る特質として無条件に推賞しうるものであろう

か。保育労働の限界生産力が低過ぎはしないか。

㈲森林の機械化をどう進めるか。

これらの問題を究明し西川林業の一層の発展をはかる

ことは，この美林をうけついだ糾薬家の重大な武務であ

り，今後益々真剣な努力研究が必要とされてい主す。

参考文献

昭和34年3月発行西川林業埼玉県林務課

昭和27年2月発行森林施業の実態とその検討農林

省林業試験場

明治45年発行西川林業

その他古文書

〃自由論壇，質問室，潤の新設.ク

O自由論壇来る8月号から読者の皆様に，研究，

意見等を自由に発表していただく機運を作るため

に，特定の柵を設けることにいたしました。

内容は，評論，研究，意見，随想，等何でも結

椛です。ふるってご寄稿下さい。

O質問室8月号から，読者の皆様の技術的な疑問

を解決するための機関として質問室を開設いたし

ます。

質問の内容を200字以内に簡単にわかりやすく

まとめて，ご提出下さい。

掲戦については編集部にお任かせ願います。
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比べると約1/3，北欧・北米の権業国に比べると1/15～

1/20に過ぎない。この現在の消費堂を塞礎として，人

口の増加と経済の進展，文化水準の向上を考慮して将来
計画をたてると，控え目に見積っても1975年には約2
倍量(16,000万㎡）の用材生産が必要となる。生産股
が現在計画しているように年産14,000"nfまで増産
されたとしても，なお2,000万㎡が不足となり，現在
の不足量300万㎡に対して，3億ドルを年産饗してい
るのであるから，1975年に至れば，20億ドル（約720
兆門）という莫大な経費を要し，当然各国の経済能力の
及ぶところではない。

委員会は万場一致の結論として，「林産物の不足のた
め将来の地域内経済発展が阻害されること｣を防ぐため，

次の対策を速急にとるべきであるとしている。

（1）移動耕地と無計画放牧林を漸減させて行くこと。
②現在伐採中の森林を合理的に利用し，木材利用の

段階で廃材を極力少なくすること。

（3）未開発林の開発。

（4）速成樹種の計画的造林を行なうこと，同時に林地
以外の土地に造林すること。長い繊維のパルプ資材
を優先的にすること。

（5）森林工業の促進，特に紙パルプエ場の建設。
（6）本地域内で，特に森林資源に恵まれている東南ア
ジアの各国と，木材不足に当面している東アジア・
南アジアの各国間との木材交流を速急に拡大する。
(FAO・LetterNo.FoM-320-60から抜すい）

燕蕊雷癖罵索
:83：58：：：；：誠＄8s8$：
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臘臓羅職畷職調溺職職獅
FAOニュース

第5回，アジア・太平洋地域林業会識
去る2月12日から18日の間，インドのニューデリ
ーで開催されたFAO主催のアジア・太平洋地域林業
委員会(the5thAPFC)は,16加盟国から約70名の
代表の列席をえて盛会を極めた。数"々の議題のうち，第
5議題の「アジア・太平洋地域における木材の動向」に
ついての討論が鰻も活発であったようである。この議題
は,地域内加盟国からの資料に基づいてFAOとECAFE
（極東地域経済委員会）の共同研究報告を中心に討論さ
れたのであって，後進国といわれている本地域内の諸国
で，今後林業と木材利用が各国の経済にいかに影響する
かという動向を示すものとして注目に値する。この研究
報告で強調された問題点の概要は次の通りである。
まず，本地域内の7億の人口に対して工業用木材の消
費量(8,500万㎡）が極めて少ないことである。1人当
りの木材消讃は0．1㎡強であり，世界の平均消撰鐙に

ｰ

-ハー

:ごだ室

此
の
間
、
さ
る
先
輩
よ
り
面
白
い
か
ら
読
め
と
い
わ
れ
て
レ
オ
ー
ノ
ブ
著
冒
シ
ャ
の
森
」

を
お
借
り
し
た
。
こ
の
創
作
は
標
題
の
示
す
と
お
り
、
森
林
の
問
題
が
根
本
の
テ
ー
マ
に
な
っ

て
お
り
、
林
学
者
ヴ
ィ
フ
ロ
フ
教
授
を
通
じ
て
、
森
林
が
国
民
の
富
の
大
き
な
根
源
の
一
つ
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
土
の
稔
り
も
、
気
候
も
、
国
民
の
幸
福
さ
え
も
森
林
を
如
何
に
利
用
し

保
護
す
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
思
想
小
説
で
あ
る
が
、
こ
の
な

か
に
で
て
く
る
林
学
の
論
争
が
面
白
い
。
主
人
公
の
ヴ
ィ
フ
ロ
フ
は
林
学
の
大
家
で
十
数
巻
の

著
書
も
あ
り
、
大
学
教
授
と
し
て
斯
界
に
不
動
の
地
位
を
占
め
て
い
な
が
ら
、
か
つ
て
の
同
僚

で
あ
る
グ
ラ
チ
ア
ン
ス
キ
イ
か
ら
絶
え
ず
容
赦
の
な
い
非
難
攻
撃
を
う
け
る
。
こ
の
グ
ラ
チ
ア

ン
ス
キ
イ
は
一
冊
の
基
本
的
な
研
究
書
も
持
た
な
い
が
、
世
の
中
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
言
辞
を

巧
み
に
ろ
う
し
て
世
の
注
目
を
惹
く
の
で
あ
る
。
そ
の
論
争
の
要
点
を
集
約
す
る
と
ヴ
ィ
フ
ロ

フ
の
主
張
は
戸
シ
ヤ
の
森
が
無
尽
蔵
の
宝
庫
で
あ
る
と
い
う
通
説
の
た
め
い
ま
ま
で
乱
伐
が
数

世
紀
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
南
方
の
沙
漠
化
と
北
方
の
沼
沢
地
化
が
次
第
に
顕
著
に
な
り
、
戸

シ
ヤ
の
国
民
生
活
が
危
機
に
瀕
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
森
林
の
計
画
的
伐
採
の
必
要
を
と

き
、
森
林
の
伐
採
は
一
年
の
生
長
量
に
準
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
グ
ラ
チ
ア
ン
ス
キ
イ
は
国
家
的
必
要
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
否
定
し
、
ヴ
ィ
フ
ロ
ブ
説
は
ソ

連
五
カ
年
計
画
の
根
本
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の

林
学
者
の
論
争
の
当
否
は
現
実
の
ソ
連
で
も
明
瞭
な
解
決
を
み
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
創
作
と
は
い
い
。
な
が
ら
現
実
の
ソ
連
で
も
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
．
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
私
は
余
り
に
も
日
本
の
林
業
界
の
現
状
と
同
じ
な
の
に
お
ど
ろ
き
、

面
白
く
こ
の
創
作
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

最
近
の
林
業
関
係
誌
上
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
。
林
業
問
題
調
査
部
会
に
お
け
る
林
産
物
の
需

給
推
計
を
中
心
と
し
た
論
戦
は
丁
度
こ
の
ソ
連
の
論
争
に
似
て
い
る
。
需
要
者
側
的
立
場
の
委

員
の
発
雷
は
、
木
材
需
要
は
今
後
急
増
す
る
か
ら
、
国
有
林
は
も
つ
と
増
伐
す
べ
き
だ
と
主
張

し
、
反
対
側
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
墹
伐
す
る
こ
と
は
保
続
経
営
が
で
き
な
く
な
り
、
国
有
林
経

営
上
か
ら
も
、
国
土
保
安
上
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
論
争
の
内
容
を
分

析
す
る
と
、
問
題
点
は
ま
ず
墹
伐
論
者
の
主
張
に
お
い
て
何
故
増
伐
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
と
い
う
事
由
が
単
に
。
ハ
ル
プ
材
の
需
要
増
加
と
い
う
表
面
的
理
由
に
と
ど
め
ら
れ
て
お
り
、

林
業
振
興
上
の
基
本
的
問
題
に
ま
で
ふ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
将
来
の
こ
と

は
ど
う
で
も
よ
い
、
と
に
か
く
急
場
の
需
要
に
ま
に
あ
わ
せ
よ
う
と
い
う
極
論
が
で
る
仕
末
。

こ
れ
で
は
林
業
振
興
は
覚
つ
か
厳
い
わ
け
で
あ
り
、
林
業
技
術
者
的
良
心
か
ら
象
て
も
否
と
い

わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
一
歩
、
お
互
に
堀
り
さ
げ
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
妥
当
な
結
論
は
で
そ
う

も
あ
る
ま
い
。
ソ
連
に
お
け
る
論
争
は
二
林
学
者
の
感
情
的
も
つ
れ
が
こ
こ
ま
で
発
展
し
た
よ

う
に
み
う
け
ら
れ
た
が
、
林
業
問
題
調
査
部
会
に
お
け
る
国
有
林
増
伐
諭
に
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
な
げ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
が
、
と
か
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
感
情
的

に
な
り
易
い
も
の
だ
。
冷
静
か
つ
慎
重
に
妥
当
な
結
論
が
だ
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
す
る
の
は
私

だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
（
山
人
）

国
有
林
増
伐
論
争

9
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林業ノート別滑(1,Ⅲ）

営林署。担当区職員用

内容：森林調査跡，年次計画，各菰事業予定簿の抜葦を記入し，ポケット用として現場に梯行する

のに凝使。（ビニール装カバー）：ノート2冊，挿入れ用，日林協マーク入り，名

刺・メ毛・鉛筆入れ付き。

大きさ:A6判（縦15cm×検10cm)

価格：1）別lil}r¥60.00(送料8.00)

｜紬蝋蝋緬職紫，2）別l1l}JI¥60.00(")

3）ビニール装カバー¥130.00(")

_へ
一

(注）別IIIエ．、とカバーで1組になるのですが，それぞれ別為にも販売いたします。

～一一＝へ～一一

会務報告．
~～－

◇中曾根職員カリマンタンヘ出発

本会測溌指灘部職員中脅根武夫は，カリマンタン森林

調査団の一員として航空写翼測戯に従事するため，5

月5日羽田を出発，現在同地で活躍中である。同職員

は本隊と合流後8月中に帰国の予定である。

◇第6回林業技術黄審査会

6月2日午後2時から本会で開催

出席者審査員8名専門委員4名

◇第2回常務理事会

6月3日午前11時から本会で開催

出席者大久保，南の両理頚木会から松川，松原

◇新編集委員

林業試験場造林部植生研究室長草下正夫氏を新たに編

集委員に依嘱した。

である。登山，ハイキング，など山に繰り出す人の数も

年を増して行くようであるから，森林のリクリエーショ

ン面での活用ということを，もつと重要視しなければな

らない日が来るように思う。昨冬，国有林野内のスキー

場整備計画が,一般から大いに歓迎されたようであるが，

夏もキャンプ場など設営して，ある期間だけは自由に立

入りできる区域を沢山作って，山のよさを一般の人達に

満喫させてやってもらいたいものだ。

森林の施業上マイナスになる面もあるだろうが数え上

げればきりのない多くの森林のよさを味合ってもらうこ

とによって，森林の効用と必要性を自然に知らせること

は，林業への関心を起させる端緒となる。それだけでも

大勢の味方を得たようなものだと考えることはできない

だろうか。（八木沢）

丘

-剣Q

ベ
マ八

一

4
ー

昭和35年6月10日発行

林業技術第220号
編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

・・・きのう，きよう，あした・・・

近頃うっとうしい日が続くのは，梅雨に入ったせいば

かりではないようである。入梅に先だって国会は暗雲に

とざされ，いまだに晴間は見えない。早くこの混迷の状

態を脱し，明るい夏を迎えたいと思うのは，国民全体の

願いであろう。

梅雨が明けると，海に山に，リクリエーションの季節

発行所 社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
懲話(33D4214.4215
娠替東京60“8審）

－46－



集
材
機
作
業
基
準
第
一
一
集
一

解
説
岬
弔
愁
一
酷
頤
一

林
野
庁
制
定
「
集
材
機
作
業
基
準
」
に
つ
い
て
一

各
条
項
毎
に
解
説
し
、
附
録
に
は
攪
富
な
参
考

資
料
を
つ
け
た
必
携
書

軌
道
と
運
材
貨
車
幟
至
伽
一
牢
》
一

軌
道
の
布
設
よ
り
保
線
に
至
る
童
で
と
木
製
鉄
一一

製
貨
車
に
つ
き
解
説
せ
る
も
の
‐

Ｊ

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
・
フ
蝉
５
蝋
三
一
酸
一

価
一
五
○
円
（

各
種
ワ
イ
ャ
ロ
ｉ
プ
に
つ
き
詳
細
解
説
し
た
も
一、

の

燃
料
油
と
潤
滑
油
呼
跳
醒
跨
一一

燃
料
油
、
潤
滑
油
、
グ
リ
Ｉ
ス
、
ワ
イ
ロ
ー
プ

油
等
に
つ
い
て
性
質
・
取
扱
方
を
詳
説
し
た
も

のト
ラ
ク
タ
の
撰
造
・
取
扱
整
備
法
・
運
転
法
・

作
業
法 ト
ラ
ク
タ
蝉
５
蝋
三
二
率
一

価
二
○
○
円
〈

林
業
機
械
化
シ
蜜
Ｉ
ズ

集
一

一
牢
頭
一

小
製
鉄
一

一

ぎ器一一

集
材
機
索
張
り
図
集
呼
蔀
碓
罐

長
野
営
林
局
を
中
心
と
し
た
各
営
林
局
に
お
い

て
行
わ
れ
た
集
材
作
業
の
索
張
り
の
実
態
を
図

化
し
分
類
し
現
場
の
参
考
に
資
す
る
。

欧
州
中
部
に
お
け
る

山
岳
林
の
機
械
化
作
業
第
一
三
集

実
識
領
布
価
二
五
○
円

Ａ
５
版
頁
数
一
三
三
頁

原
護
冨
尉
呂
甘
①
ロ
震
吋
号
口
園
閏
の
ぎ
四
画
を
．

東
大
加
藤
誠
平
博
士
の
燕
訳
せ
る
も
の

伐
木
造
材
作
業
基
準
解
説
（
近
刊
）

林
野
庁
制
定
「
伐
木
造
材
作
業
基
準
」
に
つ
い

て
各
条
項
毎
に
解
説
し
、
附
録
に
は
参
考
資
料

を
つ
け
て
あ
る
。

当
協
会
機
関
誌

林
業
機
械
化
情
報

社
団
法
人

_’ 東
京
都
港
区
赤
坂
溜
池
（
三
会
堂
ビ
ル
）

電
話
赤
坂
屈
）
三
六
○
六
番

振
替
東
京
一
五
三
三
○
八
番

､蚕
里日 林

業
機
械
化
協
会

毎
月
発
行
一
部
一
○
○
円

六
冊
六
○
○
円
前
納

図書 目鋒""｡,．’"卿,‘‘‘‘‘‘"!‘鯛""‘'‘…""……･"瀞一,"｡．‘"‘，…''…‘･噌
昌

林業解説シリーズ(林業解説編集室編）ゞ冒
営

冊 ；
83平群信二材料としての木材508畠
84沼田大学著名なる刺学者80〃冒

蛋

85溝永健介空からの森林保護50〃：

88中山博一航空辱翼と森林〃〃：
89永田洋平森のいきものたち〃〃I

言

90中野実とどまつ.えぞまつ〃〃§ユ
コ

91小村糖森林内の着生地衣類〃〃￥
§

92門田正也荒廃地造林をめぐる土壌の問題〃〃畠
93郷正士春マキ秋マキ芽ダシマキ〃〃冒二
94上田弘一郎ササの生態とその禾堀〃〃層

昌

96坂本直行山の木と草（野草編1）〃〃誉
§

97遠藤嘉数欧州林業の二筋道〃〃；
98山崎斉これからの森林計画〃〃胃
99塩谷勉分収林業の前進〃〃亨

言

100小沢今潮芳新しい国有林経営計画〃グミ
10’今田敬一造林地のミク戸クリマ〃〃§

言

103齋膜基夫山口県のヤブ退治〃〃ミ
104浅川林三これからの造林政策〃〃言
105若江則忠これからの治山事業〃〃畠

§

106中川久美雄これからの木材需要〃〃員
107坂本直行山の木と草（樹木編）〃〃号：

号
108武藤悲由拡大造林の問題点〃〃亨

言

109大隅寛一ジユラの旅〃〃自
署

1'O兵頭正寛小さい山持ち〃〃：
胃

林業技術協会"’‘,…"…"､,"…"…',…

’一~卿…知一マー‘烈風一."､'"，'""I.…"'‘'‘,……，‘'"..."’'''~.』制"~、
三
＝
＝

林業技術叢書
一

糞

1
G
戸 一

雲

胃 細円〒円

き6藤村重任日本森林賀源の分析70(会員60)8
§ (n．産業購造と森林資源）
童

冒7田中波慈女森林の騨鐘因子100("90)16
コ

：8岡崎文彬照査法の実態80（〃70)16

:9片山佐又油桐と桐油80(〃70)16
寡

言10飯塚肇魚附林の研究110（〃100)16
昌

亨14塩谷･倉沢･黒田林業発展の地域的溝造210(〃195)24
曼

号15岡崎文彬欧米各国における森林作業法の動向
皇 10010
二

言

言16内田憲有名木炭とその製法28024
塁

畠17中村賢太郎スギ林のしたてかた120(会員110)16
臺

皇19小沢準二郎林木のタネとその取扱い280(会員250)48
＝

量20吉岡邦二日本松林の生態学的研究60040
＝
＝

：21辻隆道時間研究のやり方30024
言
暑

昌 その他
号
塁
宕

：木本氏房航空写真測量1300実費
胃戸部厚滋訳森林航空写真測鐵概要12016
を日林協編精英樹一覧表（1）12016
曼
夛

"…･…･"蝿'"…'､…‘"…噸､"･･釧伽…‘"･"･･･‘''"…"鐘…‘"･‘"･"､…"日本
言

I

猶

叙

｜



_■

最 新刊一二＝句■ ◇r=ご＝ 寺白ローー一陳迅三F~輯羊“一■－－．莚■▲串ﾛ 一二ー一言二一rFnj写垂必一F…■一一一●ｰｰ一ｰ■d虜電卜考五一L戸一言訂■n画

理
学
博
士
林
弥
栄
著

Ｂ
５
判
本
文
二
四
六
頁
組
成
表
二
○
二
頁

原
色
版
五
葉
（
二
頁
）
分
布
図
（
二
色
刷
）
七
八
枚

林
相
と
球
果
写
真
（
ア
ー
ト
頁
）
一
三
八
葉

針
葉
樹
の
南
北
限
図
（
三
色
刷
）
折
込
詮
一
枚

布
ク
ロ
ー
ス
装
（
箱
入
）
上
製
本
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
カ
バ
Ｉ
付

著者は20余年間にわたり、広汎なわが国土に天然分布する針葉樹の実態

について、驚異的な努力を傾けて森林調査、標本整理をつづけられ、この研

究発表は学界からも高く評価されて，昭和30年には名誉ある林学賞を受賞

されました。

それ以来、「日本産針葉樹の天然分布」に加え、さらに「分類知見」「分

布と環境」および「針葉樹林の椛成状態」を詳細に調査研究されて、遂にこ

の集大成の完成をふるにいたりました。

腱学陣士伊藤一雄著

¥S,OOO

林 木の耐病性
鼻

一

〒70

定■令

豐三燕強靭鳥病 ＝

･発行所。
A5判・223頁

ポリエチレンカバー付
原色版1．写真125

クロス装上製本（箱入）￥450〒40
農林出版株式会社
東京都港区芝新橋4－．40
振替・東京80543番

ﾆｰｰﾐﾆｰｰ幸司＝三二二一二中■”内も一口や一・、r，万国､旬－－－－－＝ロ.､毎＝夕皇二.私－．

｜
篭
…
：

山
崎
誠
夫
著

三
六
二
頁

価
三
五
○
円

〒
五
五
円

林
業
金
融
部
門
に
限
定
し
て
、
こ
の
分
野

の
韮
礎
知
識
を
簡
易
に
記
述
し
た
も
の
で

林
業
経
営
の
た
め
の
技
術
と
経
済
・
金
融

と
の
総
び
つ
き
に
つ
い
て
の
基
本
問
題
に

つ
き
解
説
し
て
あ
る
。

主
要
目
次
艇
山
村
に
お
け
る
金
融
・
金

融
制
度
・
艇
林
中
央
金
庫
と
金
融
・
不
動

産
金
融
・
そ
の
他
必
要
な
知
識

井
上
元
則
著

二
三
○
頁

価
四
三
○
円

〒
五
五
円

斯
界
か
ら
氷
ら
く
待
望
さ
れ
て
い
た
広
腰

亜
目
・
細
脳
加
目
の
森
林
に
直
接
醤
を
及

ぼ
す
病
虫
に
つ
い
て
図
七
Ｃ
枚
を
以
っ
て

平
易
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

主
要
目
次
長
刀
葉
峰
・
扁
葉
蜂
・
梶
棒

莱
雌
・
三
節
莱
峰
・
葉
蜂
・
松
葉
蜂
・
茎

雌
・
頸
長
樹
雌
・
樹
蜂
・
痩
蜂
・
長
尾
小

峰
・
広
肩
小
蛛
・
蟻

馴毘

； 購蕊業
■
Ｉ
ｈ
４
４
９
Ｉ
ｄ
Ｏ
心
凸

際

鶚
塞
這冊
塵
虫屋

６
８
〃
典
△
ｊ
『
。

虫原
霧
》
巻

霧
》
巻

篝
測
塞
云

』

種琴'云
餅，

苗
木
の
育
て
方
歴
聯
邦
卿

種
苗
・
育
林
。
撫
育
編
華
林
隆
蹴
皿

改
訂
林
業
害
虫
防
除
論
（
上
）
井
上
元
則
知

林
業
害
虫
防
除
論
（
中
）
井
上
元
則
靭０

キ
ノ
コ
類
の
培
養
法
岩
出
亥
之
助
如１

送
料
各
五
五
円

近
日
発
売
（
数
字
は
予
定
価
）

林
木
の
生
理
岡
崎
文
彬
細

林
業
発
展
史
船
越
昭
治
釦

森
林
測
量
学

砂
防
エ
学
新
論

地
す
べ
り
防
止
工
法

林
業
機
械
化ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

森
林
気
象
学

素
材
生
産
編

森
林
測
定
法

改
訂
林
価
算
法
及
較
利
学

林
業
会
計
入
門

林
業
地
代
論
入
門

林
政
学
概
要

雲林
業東京

都
港
区
赤
坂
一
シ
木
三
一
番
地

振
替
東
京
一
九
五
二
九
八
番

釜

宙

融 編
鎚
林
隆
騨
皿

澱 鑑
識
銅
蜘

準
林
隆
蹴
皿

井
上
元
則
却

川

口

武

雄

250

荻
原
貞
夫

野
口
陽
一

伏
谷
伊
一

高
野
秀
夫

西
沢
正
久

吉
田
正
男

石
黒
冨
美
男

中
山
哲
之
助

島
田
錦
蔵

谷
伊
一
“

野
秀
夫
伽００２

』

開
320480 680450320250280580

I



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
王
朝
辛
辛
主
一
｝
配
エ
ー
ー
ー
甲
亜
配
函
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
二
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

グリーン・エージ・シリーズ.ノ

最新刊山崎慶一箸

③転換期に立つ日本林業
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林業
日本の林業ば今や文字通り生産面，利用面で転換朔に直
面しております。本書はその様相をあらゆる角度から解

明しています。現代に生きる林業人は云うに及ばず経済

人，学生，研究者は是非とも座右におかねばならぬ図書
です。
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百万人の木材化学

森林と野鳥の生態

世界林業経済地理
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森林と水の理論

日本の製材工場
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森林資源総合対策協議会
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Iあらゆる繍木作業に
ホームヲイトとブラッシュキング“’

１
１

ダイレクトドライブ式5馬力・8砥

廉価・軽量で特に造林木や小径木に最適

ブラッシュカッター取付可能

域
ダイレクトドライブ式7馬力・8．6旺

現在最も多く使用されている最新鋭機あ

らゆる伐木作業に絶対

傘 ；〆グ

ジッブ

ZIP型

7‐19型
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０株 式三國商工
I本社東京都千代田区神田五軒町四番地
?i 電話下谷（831）1256番2186番(代表）
．大阪営業所大阪市福島区_上福島南一丁目五六番地

電話福島（45）3334番（代表）

〃……_‐一一弓．…■諦一一一…一鼻

會祗
幌市北四条西七丁目一番地
誌（2）757番（3）5946番
古屋市中区蒲焼町三ノ四宝塚ピル
話名古屋（9）4889番

戻幸一一豆竃宜…日五一一.面一一＝・ニエー一コ

札幌営業所

名古屋出張所
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マッカラー社・日本総代理店

△蕊新宮商行
本社小樽市稲秘町東七丁目十一・僻地

樋（2）5111番〈代表J‘
支店東京都中央区日本橘通一丁目六番地(北海ピルJ

趣（28）2136番（代表｝
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KM式ポケットトランシット

Rボトラル鞄．．。●●

O優秀な設計による高精度，超小型

O林野庁御指定並に御買上げの栄

O括目すべき幾多の特長

1．望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタジヤ加常

数は0，倍備数は100で倒像(P,)及び正像(Pg)

2．十零鶇及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目礎の読取は10′と5'

4．鏡動装置は完備

5．卿項への取付は容易，整準は簡単且正確

6．ヨ御はジユラパイプ製，標尺はポールへ取付け

7．本器1kg,三卿1.4kg,全装4kg
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定
価
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円

■

明 光産業株式会社
東京都文京区小石川町1の1林友会館，

電話小石川（921）8315～16

（型録進呈）

ケースは硬質塩化ピ砲弾型

価格P,33,000円（本器及三脚一式）

P237,000R(微動整準台付）
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